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1 調査の概要 

1-1 調査の目的 

近年、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居

住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その他の建築物等の増加が社会問題と

なっています。 

このような空家等（空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号）第 2条

第 1項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。）のなかには、適切な管理が行われていない結

果として、防災・防犯機能の低下、ごみなどの不法投棄等の誘発、火災発生の懸念、景観・風

景の阻害など、多岐にわたる問題が発生しています。 

このような状況のなかで、本市では適切な管理がおこなわれていない空家等に対し、既存法

や「松戸市空家等の適正管理に関する条例」に基づき、助言・指導、勧告、命令等を行い、適

正な管理を促進してきました。 

また、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あ

わせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、

市町村による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項

を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の

増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成 26 年 11 月 27 日に、「空家等対策の推進

に関する特別措置法」が公布されました。 

しかし、空家等の所有者等が経済的な事情等から空家等の管理を十分に行うことができない

場合においては、各自治体が、個別の空家等の状況を把握し、地域の実情に応じて、地域活性

化等の観点から空家等の有効活用、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については所要の

措置を講じるなどの対策を図っていくことが重要となります。 

そこで、本市では市内の空家の状況について実態調査を行い、今後の空家対策の充実を図る

ための基礎資料として活用します。 

 

1-2 調査対象建築物 

本調査における調査対象建築物は、以下のとおりとします。 

 

・一戸建て住宅 

・共同住宅（2階建て以下） 

・店舗併用住宅 

 

なお、複数戸居住している場合は、すべての居住が空室である場合に限り空家とします。 
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1-3 調査対象範囲 

本調査における調査対象範囲は、松戸市全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査対象範囲（松戸市全域図） 
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1-4 調査概要 

本調査は、水道使用者情報より 1 年以上使用されていないものを空家候補として、現地調査

を行い、居住の有無を確認し、居住が無いもの（空家）については、老朽危険度等の調査を実

施しました。 

また、空家と判定した建築物については、家屋現況図（松戸市固定資産課所有）をもとに確

認した所有者に対し、空家に関するアンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査概略フロー 

 

1-5 空家の定義 

「空家等対策特別措置法」における「空家」は、「建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）」となっており、「空家等対策特別措置法」の基本指針では、『「居住その他

の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用され

ていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは 1 つの基準

となると考えられる。』となっています。 

計画･準備 

机上調査 

現地調査 

所有者調査 

所有者アンケート調査 

空家管理台帳作成 

GIS データ作成 

空家活用方策検討 
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住宅 居住世帯のある住宅 

居住世帯のない住宅 一時現住者のみの住宅 

空家 二次的住宅 別荘 

その他 
賃貸用の住宅 

売却用の住宅 

その他の住宅 

建築中の住宅 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

一方、「住宅・土地統計調査（総務省統計局）」における「空家」の定義は以下の図のとおり

で、「居住世帯のない住宅のうち、一時現在者のみの住宅と建築中の住宅を除いたもの」となり

ます。 

本調査における「空家」は、水道使用者情報の 1 年以上使用されていないものを調査対象と

していることから、基本的には空家等対策特別措置法における「空家」の定義と同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住世帯のない住宅の分類 住宅の種類の定義 

一時現在者のみの住宅 
昼間だけ使用している，何人かの人が交代で寝泊まりしてい

るなど，そこにふだん居住している者が一人もいない住宅 

空
家 

二次的住宅 

別荘 
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住

宅で，ふだんは人が住んでいない住宅 

その他 
ふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝

泊まりするなど，たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず，賃貸のために空家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず，売却のために空家になっている住宅 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院な

どのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えな

どのために取り壊すことになっている住宅など（注：空家の

区分の判断が困難な住宅を含む） 

建築中の住宅 

住宅として建築中のもので，棟上げは終わっているが，戸締

まりができるまでにはなっていないもの（鉄筋コンクリート

の場合は，外壁が出来上がったもの） 

 

■住宅・土地統計調査による空家の解説 

 

※現地調査の段階で空家候補の近傍に空家と思われるものが存在していれば、それも空家候補とし

て調査を実施したため、厳密には「住宅・土地統計調査（総務省統計局）」における「空家」も一

部含んでいます。 

  

4 



 

1-6 松戸市の空家の状況（住宅･土地統計調査より） 

平成 25年住宅･土地統計調査（総務省統計局）における本市の空家総数は、27,630戸であり、

そのうち一戸建が 6,090戸、長屋建・共同住宅・その他が 21,550戸となっています。 

また、空家率は平成 10 年以降増加し、平成 20 年では 13.1％となっていましたが、平成 25

年には 11.6％まで減少しました。 

松戸市の人口及び世帯数をみると、人口は平成 20 年で 480,785 人でしたが、平成 25 年には

480,227 人へと減少しました。ただし、世帯数は増加傾向を示しており、依然として住宅需要

は高い水準にあるといえます。 

また、平成 15 年度以降の新設住宅着工数をみると、平成 18 年度までは年間 6,000 戸前後と

なっていましたが、平成 19 年度以降は 4,000戸未満となっており、新築の住宅供給が減少して

いるのに対し、住宅需要が高いことが空家率の減少の要因のひとつとなっていると思われます。 

一方、全国の空家率は 13.5％となっており、本市の空家率は全国水準よりも低い水準となっ

ています。 

 

■松戸市の空家数（住宅･土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造

二次的住宅 530 130 130 - 400 - 400

賃貸用の住宅 17,500 620 620 - 16,880 4,180 12,700

売却用の住宅 1,180 360 360 - 810 60 750

その他の住宅 8,430 4,970 4,870 110 3,450 910 2,550

空家総数 27,630 6,090 5,980 110 21,550 5,150 16,400

資料：平成25年住宅･土地統計調査

項目 総数
一戸建 長屋建・共同住宅・その他

1.摘要表中に使用されている記号等は、次のとおりとする。
　「-」は調査又は集計したが該当数字がないもの、又は数字が得られないものを示す。
2.摘要表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。
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■松戸市の空家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■松戸市の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■松戸市の人口の推移  
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2 調査内容 

2-1 調査準備 

(1)調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査フロー 

計画準備
全体計画の立案
資料の収集整理

空家及び老朽危険度の判定基準の作成

水道使用者情報による空家候補の抽出 市が所有する空家リスト

現地調査対象リスト及び位置図の作成

机上調査

老朽危険度
建築物の傾斜、基礎、外壁、屋根、工作物、その他

空家：D判定

対応が必要

空家：C判定
指導候補

対応が必要な可能性あり

空家：B,A判定

利活用候補

家屋課税台帳データ

所有者の特定

所有者調査

所有者アンケート調査
送付リストの作成

アンケート票の設計

空家の利活用、維持･管理等
に関するアンケート調査

空家管理台帳の作成 GISデータの作成空家活用方策の検討

現地で発見した空家現地調査
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(2)現地調査対象建築物の抽出 

現地調査対象建築物の抽出方法として、水道使用者情報をもとに、1 年以上使用されていな

い一覧を作成し、水道使用者情報による空家候補リストを作成しました。 

なお、すでに本市で空家として把握している建築物についても、空家候補リストに加え、空

家現地調査対象物件リスト及び現地調査対象建築物位置図を作成しました。 

現地調査対象建築物位置図は、家屋現況図（松戸市固定資産税課所有）を使用し、水道使用

者情報に記載されている住所と家屋図形データの住所及び地番を照合確認して作成しました。 

 

(3)市民への周知 

市民への空家実態調査の周知のため、松戸市のホームページ及び広報紙に「松戸市空家実態

調査について」として、調査範囲、調査方法、調査期間等を掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※松戸市ホームページより一部抜粋 

■市民への空家実態調査の周知方法（ホームページ） 
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※広報まつど（2015年 10月 1日号）より一部抜粋 

■市民への空家実態調査の周知方法（広報紙） 
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2-2 空家現地調査項目 

(1)空家の判定について 

本調査における空家とは、「空家等対策特別措置法」の基本指針で示されている、『「居住その

他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用さ

れていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは 1 つの基

準となると考えられる。』と同様であるため、建築物の一部でも使用している場合は「現に使用

している（居住している）」ものとして扱い、また、マンション敷地内集会所、新築のビルなど

も空家として取り扱わないものとしました。 

空家の判定については、下記の項目に基づき外観目視により総合的に判断しました。 

 
■空家の判定項目 

項目 主眼点 

建
築
物 

 出入口  施錠・扉の状況、侵入防止の措置、表札がないなど 

 窓・外壁・屋根  破損、雨戸、侵入防止の措置、カーテンがないなど 

 郵便受け  放置郵便物、塞ぎなど 

 電気メーター  通電の有無（メーターから線が抜けているか） 

 ガスメーター  通ガスの有無 

敷
地 

 雑草の繁茂  敷地の管理状況 

 車庫・駐車場  自動車・自転車の放置、ガレージの状況 

そ
の
他 

 空家の看板  移転のお知らせ、不動産業者等の看板・貼り紙 

 その他  特記すべき事項 

 

(2)老朽危険度について 

建築物の老朽危険度については、次項の老朽危険度判定基準の分類Ⅰの項目【（ア）建築物の

傾斜（イ）基礎の状況（ウ）屋根の状況（エ）外壁の状況（オ）工作物等の状況】を A,B,C,D

の 4段階で判定し、それ以外の分類Ⅰの（カ）門・塀の状況、（キ）擁壁の状況、及び分類Ⅱ（ク）

ごみ等の放置の状況、分類Ⅲ（ケ）周辺景観と不調和な状況、分類Ⅳ（コ）立木が原因による

放置状況、（サ）動物が原因による放置状況、（シ）建築物等の不適切な管理状況、（ス）その他

の項目については、該当の有無の判定を行いました。 

なお、（ア）から（オ）に一つでも D判定があるもの、または（カ）から（ス）で該当するも

のがある場合は、特定空家候補としました。 
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■老朽危険度判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ア) 建築物の傾斜(全体)

C 　全体的にたわみがみられる

B 　一部にたわみがみられる

A 　傾斜は認められない

不明 　（コメント： ）

(イ) 基礎の状況

　不同沈下がある

　基礎・土台の腐朽、破損、変形が目立つ

B 　一部にひび割れが発生している

A 　異常は認められない

不明 　（コメント： ）

(ウ) 屋根の状況

B 　屋根ぶき材料の一部にずれがある（瓦ぶき屋根を除く）

A 　異常は認められない

不明 　（コメント： ）

(エ) 外壁の状況

B
A 　異常は認められない

不明 　（コメント： ）

(オ) 工作物等の状況
D 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等で落下の危険性が高いもの

C 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が著しく腐食しているもの

B 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が多少腐食しているもの

A 　異常は認められない

不明 　（コメント： ）

（カ）
Ⅰ

（キ）
Ⅰ

（ク）

（ケ）

（コ）

（サ）

（シ）

Ⅳ
（ス）その他生活環境に悪影響を及ぼす状況

その他周辺住民の日常生活に支障を及ぼし、生活環境に悪影響を及ぼすもの

木造 非木造 評価

Ⅰ

D
　建築物に著しい傾斜が見られ、倒壊等のおそれがある
  　（建物の傾きが高さに比して概ね1/20を超える）

Ⅰ

D
　基礎がない、基礎・土台の腐敗・破損・変形が著しい
　シロアリ被害が著しい

C
　基礎にひび割れが目立つ

　一部にひび割れが発生している

Ⅰ

D
　屋根が著しく変形したもの又は穴が開いているもの
　屋根ぶき材料に著しい脱落があるもの
　軒の裏板、たる木等が腐朽している又は著しく脱落しているもの

C
　屋根ぶき材料に多少の脱落があるもの又は軒のたれ下がったもの（たわみ）
　（瓦ぶき屋根においては、瓦にずれが生じているもの）
　軒の裏板、たる木等の一部に脱落があるもの

Ⅰ

D
　外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により著しく下地
が露出しているもの
　壁を貫通する穴を生じているもの

　ひび割れが著しい・崩落している

C
　外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により下地の一
部が露出している

　外壁の仕上げ材料の錆びやひび割れが発
生している

　ひび割れが発生しているが、危険性は認められない 　一部にひび割れが発生している

I

門・塀の状況
門、塀にひび割れ、破損が生じているもの、傾斜しているもの（目視で明らかなもの）

擁壁の状況
擁壁のひびが著しいもの

ごみ等の放置の状況

Ⅱ
敷地内のごみで臭気の発生があるもの
多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障があるもの

周辺景観と不調和な状況

Ⅲ
多数の窓ガラスが割れたまま放置されているもの
立木が建築物の全面を覆うほど茂っている
敷地内でごみが散乱、放置（山積みのまま）、投棄されているもの

立木が原因による放置状況

Ⅳ
立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路･家屋等に大量に散らばっているもの
立木が道路等にはみ出し歩行者等の通行を妨げているもの

動物が原因による放置状況

Ⅳ
空き家に住みついた動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生しているもの
動物の糞尿その他の汚物が放置されているもの

建築物等の不適切な管理状況

Ⅳ
門扉が施錠されておらず不特定のものが容易に侵入可能なもの
土砂が大量に流出しているもの
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(3)その他の項目について 

その他の調査項目として、現地調査では以下の項目について、それぞれ判定基準により調査

を実施しました。 

 

・建物の主用途 

建築物の用途については、以下の表の分類に基づき確認した。 

 

■建物用途分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築物の主構造 

建築物の構造については、木造・非木造を目視にて確認しました。 

 

・建築物の階数 

建築物の階数については、当該建築物の地上階を目視にて確認しました。 

 

・接道状況 

建築物の接道状況（前面道路幅員）について、目視にて確認しました。 

  

独立住宅

集合住宅

事務所建築物

専用商業施設

住商併用建築物

宿泊・遊興施設

専用工場 右記の専用工場、専用作業所

住居併用工場
右記の併用工場、作業所併
用住宅

倉庫運輸関係施設

公共系用途 厚生医療施設

　

ホテル、旅館、ユースホステル、バンケットを主とする会館、バー、
キャバレー、ナイトクラブ、料亭、待合、ソープランド、モーテル、
パチンコ店、麻雀屋、ビリヤード、ゲームセンター、カラオケボック
ス、ダンス教習所

自動車車庫、駐輪場（ただし事務所・住宅に付属する車庫は含ま
ず）、パーキングビル、バスターミナル、トラックターミナル、（上
屋又は事務所を伴うもの）、バス・タクシー・トラック車庫、倉庫、
屋根付き資材置き場、流通センター、配送所

工場、作業所、生コン工場、精米工場、
自動車修理工場、洗濯作業を伴うクリー
ニング店

病院、診療所、保健所、保育園、託児所、高齢者福祉施設、障害者福
祉施設、児童福祉施設

工業系用途

商業系用途

住宅系用途

専用戸建住宅、住宅を主とする塾・教室・医院等の併用建築物

公団・公社・公営住宅、アパート、マンション、独身寮、寄宿舎、家
族寮、テラスハウス、タウンハウス、長屋

事務所、営業店舗（銀行、証券会社等）、新聞社、放送局、計算セン
ター、医師会館

専用商業施設（住宅を含まないもの）、デパート、スーパーマーケッ
ト、小売店舗、卸売店舗、ガソリンスタンド、飲食店、公衆浴場、サ
ウナ
住居併用店舗、事務所（物販・飲食・美容理容等の店舗、問屋、税
理・会計・司法・不動産・給排水・塗装・建築物などの事務所）、住
居併用作業所付店舗（とうふ・菓子・パン等の自家用製造販売）
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2-3 現地調査 

(1)調査期間 

現地調査は、水道使用者情報から空家候補とした建築物のデータ（位置情報含む）を専用の

現地調査ツールをインストールしたタブレット端末に搭載し、このタブレット端末を利用して

調査を実施しました。 

 

調査期間：平成 27年 10月 1日～平成 27年 11月 30日 

 

(2)調査方法 

現地調査では、空家候補とした建築物を空家の判定項目に基づき調査を行い、老朽危険度の

状況の判定については、老朽危険度の判定基準を参考に項目ごとに判定を行いました。 

また、その他の主用途、主構造、階数、接道状況（前面道路復員）についても現地で確認を

行いました。 

また、現地では、対象建築物の外観全景写真を撮影するとともに、外部の破損箇所など老朽

状況が明瞭にわかるように撮影を行いました。なお、撮影時は近隣住民及び個人が撮影されな

いよう留意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査の進め方 

  

①タブレット端末に示されている建築物の場所に行き、空家（居住の有無）の判定

を行い、タブレット端末に入力する。 

・居住なしの場合 → ②へ進む 

・居住ありの場合 → 調査終了 

②老朽危険度の状況、主用途、主構造、階数、接道状況（前面道路復員）について

確認を行い、タブレット端末に入力する。 

③対象建築物の写真撮影を行う。 

・建築物の外観全景写真を撮影する。 

・できるかぎり外部の破損箇所など老朽状況が明瞭にわかるよう撮影する。 

④調査を終了し、タブレット端末で次の対象建築物を確認し、その場所へ移動する。 

 以下、①～④の繰り返し。 
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なお、調査は基本的に徒歩による調査とし、下記の点に注意し、特にタブレット端末入力時

は、周辺の状況に十分注意するものとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査時の注意事項 

 

住民に声をかけられたときの対応方法は下記のように行うものとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住民対応について 

 

  

・私有地には絶対に入らない（道路からの調査） 

・車、バイク、自転車、歩行者等の通行の妨げにならないようにすること 

・個人所有の自転車、バイク、車の使用禁止 

・調査中に住民、通行人から何か聞かれた場合は、指示したとおり丁寧に説

明すること 

・歩き煙草、ゴミのポイ捨てなどは厳禁 

・調査時は身分証、腕章、緊急連絡表、住宅地図は必ず携帯し、紛失しない

よう厳重に注意する 

・調査時の体調不良は、すぐに申し出ること 

住民に声をかけられた時は、丁寧に対応すること。 

調査内容等をたずねられた時は、以下のように返答すること。また、返答する際に松戸市発行の

身分証や市民への周知用のチラシ等を提示すること。 

 

住 民：「なにをしているのですか？」「あなたは誰ですか？」 

調査員：「松戸市内に存在する建物の状態を確認する調査を行っています。この調査は松戸市街

づくり部住宅政策課が実施しているもので、私たちは、この仕事を松戸市から委託され

ている調査会社の従業員です。」 

 

住 民：「調査会社は、なにをする会社ですか？」 

調査員：「航空測量を主としている会社で、自治体からの委託を受けて地図等を作製しています。

また、道路設計や地質調査なども行っている会社で、お客さんのほとんどが行政です。」 

 

住 民：「なんの写真を撮っているのか？」 

調査員：「松戸市内に存在する建物の状態を確認するとともに、その建物の管理状態を把握する

ための基礎資料として、建物の外観の写真を撮らせていただいております。」 

 

住民の方が納得されない場合は、「責任者を呼びますので、少々お待ち下さい」と断りをしてか

ら、現場責任者に連絡を行うこと。 
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■現地調査フロー 

 

  

現地集合（9:00） 

・身分証 

・腕章 

・タブレット端末 

・傘 

・緊急連絡表 

・市民への周知用チラシ 

公共交通にて移動 

現地到着 

腕章を着用 

調査（昼休憩 12～13時の 1時間） 

調査終了 

腕章を外す 

集合（16:00） 

報告 

終了（17:00） 

身分証 

腕章 
 

タブレット端末、緊急連絡表等 

服装は作業着
を着用する。 

・安全確認（KY活動） 

・現地確認 

(行先、移動手段) 

・持ち物確認 

・身分証を着用 
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■二巡目調査状況写真（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査の持ち物 

タブレット端末操作画面 

タブレット端末操作画面 
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■現地調査の持ち物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緊急連絡表 

 

2-4 所有者調査 

現地調査で空家とした一戸建て住宅及び二階建て共同住宅については、該当する家屋図形の

家屋番号を確認した後、家屋図形より底地地番の抽出を行い、家屋課税台帳データにより所有

者の抽出を行いました。 

  

＜警察＞◎警察署 

＜消防＞◎消防署 

救急 

緊急事態当事者 

調査責任者 

調査会社 
担当：●●●● 
 連絡先：***-****-**** 

現場管理責任者 

調査会社 
担当：○○○○ 
 連絡先：***-****-**** 

松戸市役所 街づくり部 住宅政策課 
 

連絡先：***-****-**** 

 

調査実施機関 

腕章 身分証明書 

松戸市空家実態調査 

調査員 
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2-5 アンケート調査 

(1)アンケート概要 

本アンケートは、利活用可能な空家の有効活用を促進していくために、所有者へ現状の維持･

管理や困っていること、さらには今後の予定、利活用への意向等について、郵送によるアンケ

ート調査を行いました。 

 

(2)アンケート調査期間 

アンケート調査期間は以下のとおりです。 

 

アンケート調査期間：平成 28年 1月 22日～平成 28年 2月 8日 

 

(3)アンケート内容 

アンケートの設問は、現状の把握、今後の利活用 

郵送したアンケート調査票を次項に示します。 

  

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２８年１月 

松戸市長  本郷谷 健次  

 

松戸市空家実態調査におけるアンケートへのご協力のお願い 
 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、市政にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 近年、適切な管理がなされていない住宅が全国的に問題となり、昨年に「空家等対策の推進に関する特別

措置法」という新たな法律が施行されました。本市では、空家等に関する課題解決に向け、様々な取組みを

行っており、その一環として、松戸市全域の空家等の状況を把握するため平成 27年 10月から 11月にかけ

て実態調査を実施しました。 

 この調査のなかで、以下の住宅につきまして、調査員が外観調査（郵便受けのチラシ等の状況など）等を

行った結果、空家等の可能性があると判断いたしました。 

 

 
空家等と推定された建築物の所有者の方につきましては、松戸市空家実態調査におけるアンケート調査票

（本アンケート）を送付させていただき、今後、有効な空家等対策を策定するための基礎資料として活用さ

せていただきます。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の主旨をご理解のうえ、アンケートにご協力いただきますようお 

願い申し上げます。 

なお、調査結果につきましては松戸市の空家等対策の施策活用と統計処理以外は利用いたしませんので個 

人情報が公表されることはございません。 

  

【上記の住所が「空家ではない」にも関わらず、本調査票が届いた場合は、ご容赦ください。】 

    

地番（住居表示） : 松戸市○○○□丁目□番地□ 

ご記入いただいたアンケート用紙は、お手数ですが同封の返信用封筒に入れて、 
平成 28年 ２月 ８日（月）まで にご投函ください（切手は不要です）。 
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　さしつかえなければ、ご住所・氏名・電話番号をご記入ください。
　空家等対策及び利活用について、松戸市より情報等提供をさせていただきます。

　住所

　氏名

　電話番号

　お願い申し上げます。
　同封の返信用封筒にいれて、2月8日（月）までに郵便ポストにご投函いただきますよう

調査は以上です。

ご協力ありがとうございました。
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2-6 空家実態調査票の作成 

現地調査により、空家と判断した建物については、現地調査結果、所有者調査結果を以下の

ような調査票として整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆空き家の判定項目

◆空家老朽度判定項目

（ス）その他 その他周辺住民の日常生活に支障を及ぼし、生活環境に悪影響を及ぼすもの -

備考

（サ）動物が原因による放置
状況

空き家に住みついた動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生しているもの -
動物の糞尿その他の汚物が放置されているもの -

（シ）建築物等の不適切な
管理状況

門扉が施錠されておらず不特定のものが容易に侵入可能なもの -
土砂が大量に流出しているもの -

Ⅳその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

（コ）立木が原因による放置
状況

立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路･家屋等に大量に散らばっているもの -
立木が道路等にはみ出し歩行者等の通行を妨げているもの -

Ⅲ適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

（ケ）周辺景観と不調和な状
況

多数の窓ガラスが割れたまま放置されているもの -
立木等が建築物の全面を覆うほど茂っている -
敷地内でごみ等が散乱、放置（山積みのまま）、投棄されているもの -

Ⅱそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

（ク）ごみ等の放置の状況
敷地内のごみで臭気の発生があるもの -
多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障があるもの -

（カ）門・塀の状況 門、塀にひび割れ、破損が生じているもの、傾斜しているもの（目視で明らかなもの） -
（キ）擁壁の状況 擁壁のひびが著しいもの -

（ウ）屋根の状況 A 異常は認められない

（エ）外壁の状況 A 異常は認められない

（オ）工作物等の状況 A 異常は認められない

Ⅰそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（ア）建築物の傾斜(全体) A 傾斜は認められない

（イ）基礎の状況 A 異常は認められない

◆所有者情報
所有者氏名

所有者所在地
写 真 １ 写 真 ２

雨戸 侵入防止の措置

洗濯物 家庭用品等 鉢植・植栽
管理者看板 ガスメーター 雑草の繁茂

表札 電気メーター 郵便受け

接道状況 前面道路幅員 アンケート等情報

－
Ⅳその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 －

主用途 主 構 造 階数

判定 － 所在地

特定空家
候補の状態

Ⅰそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 －
Ⅱそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 －
Ⅲ適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

空家実態調査（平成27年度 ）調査票
ID － 調査日

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写 真 ７ 写 真 ８

写 真 ９ 写 真 １０

写 真 ５ 写 真 ６

写 真 ３ 写 真 ４
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2-7 空家位置図の作成 

現地調査において空家と判断した建物については、GIS（地理情報システム）データとしてと

りまとめました。 

保安上危険の恐れや衛生上問題のある空家については、特定空家候補としてとりまとめ、こ

れらの GISデータをもとに、空家立地状況図を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■空家立地状況図（例） 

 

 

 

 

  

特定空家候補 

空家 
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3 調査結果 

3-1 空家の分布状況 

(1)空家総数 

空家実態調査及び所有者アンケート調査の結果、空家は 1,616 件となりました。 

そのうち、特定空家候補である空家は、141件（8.7％）となりました。 

 

■空家総数及び割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の割合 

 

(2)空家・特定空家候補の分布状況 

町別に空家の件数をみると、空家総数（空家及び特定空家候補）については、栄町が 103 件

で最も多く、次いで、西馬橋が 74 件、古ヶ崎、小金原が 72件、八ヶ崎が 64件となっています。 

また、空家については、栄町が 97 件で最も多く、次いで、小金原が 71 件、古ヶ崎、西馬橋

が 70件、八ヶ崎が 58件となっています。 

一方、特定空家候補については、松戸新田が 12 件で最も多く、次いで、高塚新田が 11 件、

松戸が 10件、秋山が 7件、栄町が 6件となっています。 

次に、地域のなかで空家がどれだけの割合で存在するかを示した空家率をみると、久保平賀

が 6.3％（空家総数 11 件）で最も多く、次いで、西馬橋蔵元町が 5.7％（空家総数 8 件）、

岩瀬が 4.4％（28件）、小根本が 3.9％（7件）となっています。 

また、町目別の空家率の状況をみると、松戸駅東側の岩瀬、小根本や馬橋駅西側の西馬橋蔵

元町、松戸駅南側の小山、中矢切といったところが、比較的空家率が高くなっています。 

さらに、今後、高齢者の割合が増加していくなかで、高齢者のみで暮らす住宅の空家化が増

項目 空家数（件） 割合（％）

特定空家候補 141 8.7%

空家 1,475 91.3%

空家総数 1,616 100.0%

特定空家

候補

8.7%

空家

91.3%
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加していくことが予想されます。そこで、町別の高齢化率（平成 22 年 国勢調査）と空家率・

特定空家率の関係をみると、今回の調査結果としては、空家率、特定空家率ともに高齢化率と

の相関はみられませんでした。 

 

空家率＝
独立住宅の空家総数（本調査結果より）

戸建て住宅の世帯数（平成 22 年 国勢調査より）
× 100（％） 

特定空家率＝
独立住宅の特定空家候補数（本調査結果より）

戸建て住宅の世帯数（平成 22 年 国勢調査より）
× 100（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢化率と空家率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢化率と特定空家率との関係 
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■町別の空家及び特定空家候補の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町丁目 空家総数 空家 特定空家候補 町丁目 空家総数 空家 特定空家候補

秋山 22 15 7 中矢切 8 4 4
旭町 1 0 1 中和倉 28 25 3
岩瀬 28 27 1 西馬橋広手町 3 3 0
大金平 9 9 0 西馬橋相川町 3 3 0
大橋 29 27 2 西馬橋幸町 0 0 0
大谷口 5 5 0 西馬橋蔵元町 8 8 0
金ヶ作 34 31 3 二十世紀が丘柿の木町 0 0 0
紙敷 4 3 1 二十世紀が丘梨元町 2 2 0
上本郷 61 57 4 二十世紀が丘中松町 0 0 0
上矢切 17 17 0 二十世紀が丘美野里町 5 5 0
河原塚 13 11 2 二十世紀が丘戸山町 1 1 0
北松戸 10 9 1 二十世紀が丘丸山町 1 1 0
串崎新田 8 6 2 二十世紀が丘萩町 4 4 0
串崎南町 9 6 3 根木内 5 5 0
久保平賀 11 11 0 根本 8 6 2
栗ヶ沢 7 7 0 野菊野 0 0 0
栗山 8 7 1 八ヶ崎 64 58 6
幸田 4 4 0 八ヶ崎緑町 3 3 0
幸谷 17 15 2 東平賀 14 14 0
古ヶ崎 72 70 2 日暮 10 10 0
小金 19 18 1 樋野口 4 4 0
小金上総町 4 4 0 平賀 13 13 0
小金きよしヶ丘 9 9 0 二ツ木 26 21 5
小金清志町 5 5 0 本町 3 3 0
小金原 72 71 1 牧の原 7 7 0
五香六実 0 0 0 松戸 60 50 10
小根本 7 6 1 松戸新田 63 51 12
小山 30 26 4 松飛台 34 33 1
胡録台 13 12 1 馬橋 31 26 5
栄町 103 97 6 三ヶ月 8 7 1
七右衛門新田 0 0 0 緑ヶ丘 3 3 0
下矢切 17 17 0 南花島 16 15 1
新作 9 8 1 稔台 47 43 4
新松戸 18 18 0 三矢小台 12 11 1
新松戸南 4 4 0 主水新田 2 1 1
千駄堀 44 39 5 横須賀 5 5 0
高塚新田 47 36 11 吉井町 0 0 0
高柳新田 2 2 0 六高台 25 25 0
高柳 0 0 0 六高台西 5 4 1
竹ヶ花 6 5 1 和名ヶ谷 7 7 0
田中新田 0 0 0 西馬橋 74 70 4
常盤平 30 29 1 竹ヶ花西町 2 1 1
常盤平陣屋前 5 5 0 栄町西 25 22 3
常盤平西窪町 8 8 0 新松戸北 0 0 0
常盤平双葉町 5 4 1 新松戸東 0 0 0
常盤平柳町 8 8 0 二ツ木二葉町 1 1 0
殿平賀 3 3 0 六実 33 31 2
仲井町 6 6 0 五香 58 54 4
中金杉 3 3 0 五香西 17 15 2
中根 2 2 0 五香南 19 17 2
中根長津町 1 1 0 合計 1,616 1,475 141
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■町別の空家及び特定空家候補のグラフ 
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■町別の空家総数の状況 

20件未満 

20件以上 40件未満 

40件以上 60件未満 

60件以上 

項目 空家数（件） 割合（％）

特定空家候補 141 8.7%

空家 1,475 91.3%

空家総数 1,616 100.0%

特定空

家候補

8.7%

空家

91.3%
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■町別の空家の状況  

20件未満 

20件以上 40件未満 

40件以上 60件未満 

60件以上 

項目 空家数（件） 割合（％）

特定空家候補 141 8.7%

空家 1,475 91.3%

空家総数 1,616 100.0%

特定空

家候補

8.7%

空家

91.3%
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■町別の特定空家候補の状況 

2件未満 

2件以上 4件未満 

4件以上 6件未満 

6件以上 

項目 空家数（件） 割合（％）

特定空家候補 141 8.7%

空家 1,475 91.3%

空家総数 1,616 100.0%

特定空

家候補

8.7%

空家

91.3%
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■町別の高齢化率と空家率・特定空家率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町丁目
人口
（人）

高齢化率
（％）

一戸建
世帯数

独立住宅
空家総数

独立住宅

特定
空家候補

空家率
（％）

特定
空家率
（％）

町丁目
人口
（人）

高齢化率
（％）

一戸建
世帯数

独立住宅
空家総数

独立住宅

特定
空家候補

空家率
（％）

特定
空家率
（％）

秋山 4,310 15.4 916 21 7 2.3 0.76 中矢切 1,049 23.5 204 8 4 3.9 1.96

旭町 696 51.1 143 1 1 0.7 0.70 中和倉 4,007 21.3 1,039 26 3 2.5 0.29

岩瀬 4,256 20.8 610 27 1 4.4 0.16 西馬橋広手町 1,064 19.3 154 3 0 1.9 0.00

大金平 5,155 19.4 1,063 9 0 0.8 0.00 西馬橋相川町 1,286 17.4 189 3 0 1.6 0.00

大橋 3,582 25.3 1,061 29 2 2.7 0.19 西馬橋幸町 1,453 16.1 54 0 0 0.0 0.00

大谷口 3,124 19.3 493 5 0 1.0 0.00 西馬橋蔵元町 1,659 10.8 106 6 0 5.7 0.00

金ヶ作 8,266 28.8 1,830 33 3 1.8 0.16 二十世紀が丘柿の木町 616 23.9 146 0 0 0.0 0.00

紙敷 8,048 12.8 1,026 3 1 0.3 0.10 二十世紀が丘梨元町 670 20.7 133 1 0 0.8 0.00

上本郷 16,795 18.4 2,853 52 4 1.8 0.14 二十世紀が丘中松町 667 18.6 103 0 0 0.0 0.00

上矢切 3,925 22.7 1,062 17 0 1.6 0.00 二十世紀が丘美野里町 955 17.8 217 5 0 2.3 0.00

河原塚 5,814 18.4 1,034 12 1 1.2 0.10 二十世紀が丘戸山町 912 20.0 274 1 0 0.4 0.00

北松戸 2,587 17.4 337 9 1 2.7 0.30 二十世紀が丘丸山町 586 22.2 139 1 0 0.7 0.00

串崎新田 2,088 29.6 462 8 2 1.7 0.43 二十世紀が丘萩町 1,797 24.0 381 4 0 1.0 0.00

串崎南町 1,478 20.6 422 8 3 1.9 0.71 根木内 3,871 19.7 923 5 0 0.5 0.00

久保平賀 1,469 17.1 159 10 0 6.3 0.00 根本 5,473 16.3 473 6 1 1.3 0.21

栗ヶ沢 1,861 23.9 543 7 0 1.3 0.00 野菊野 1,396 25.7 0 0 0 0.0 0.00

栗山 1,982 19.0 432 8 1 1.9 0.23 八ヶ崎 16,427 22.6 4,327 62 6 1.4 0.14

幸田 3,460 26.5 898 3 0 0.3 0.00 八ヶ崎緑町 1,050 13.6 232 3 0 1.3 0.00

幸谷 3,296 14.3 822 17 2 2.1 0.24 東平賀 3,726 22.2 786 14 0 1.8 0.00

古ヶ崎 10,397 23.6 3,125 67 2 2.1 0.06 日暮 8,961 19.7 1,317 9 0 0.7 0.00

小金 4,197 21.1 623 14 1 2.2 0.16 樋野口 3,006 13.6 318 4 0 1.3 0.00

小金上総町 1,246 25.2 293 4 0 1.4 0.00 平賀 2,326 21.5 587 13 0 2.2 0.00

小金きよしヶ丘 4,151 19.2 676 7 0 1.0 0.00 二ツ木 4,911 16.8 958 22 3 2.3 0.31

小金清志町 2,356 21.1 554 2 0 0.4 0.00 本町 1,156 17.7 90 2 0 2.2 0.00

小金原 21,741 28.8 4,049 69 1 1.7 0.02 牧の原 8,522 23.8 789 7 0 0.9 0.00

五香六実 556 4.0 1 0 0 0.0 0.00 松戸 17,274 16.7 1,863 52 9 2.8 0.48

小根本 2,555 12.1 180 7 1 3.9 0.56 松戸新田 15,285 18.8 2,639 56 10 2.1 0.38

小山 5,496 19.9 816 30 4 3.7 0.49 松飛台 7,997 22.9 2,181 32 1 1.5 0.05

胡録台 5,646 17.5 1,035 12 1 1.2 0.10 馬橋 6,915 21.3 1,152 27 4 2.3 0.35

栄町 12,214 24.3 3,326 94 5 2.8 0.15 三ヶ月 2,593 14.3 341 8 1 2.3 0.29

七右衛門新田 171 30.4 45 0 0 0.0 0.00 緑ヶ丘 1,733 16.6 254 3 0 1.2 0.00

下矢切 3,865 27.4 1,046 17 0 1.6 0.00 南花島 4,577 16.3 635 15 1 2.4 0.16

新作 3,447 21.2 649 8 1 1.2 0.15 稔台 14,234 19.4 2,665 43 3 1.6 0.11

新松戸 29,048 19.1 1,784 16 0 0.9 0.00 三矢小台 4,153 24.5 1,045 12 1 1.1 0.10

新松戸南 5,700 16.7 978 4 0 0.4 0.00 主水新田 229 20.5 52 2 1 3.8 1.92

千駄堀 6,270 21.9 1,684 42 5 2.5 0.30 横須賀 2,569 11.0 449 5 0 1.1 0.00

高塚新田 12,495 23.7 2,725 43 11 1.6 0.40 吉井町 842 14.6 100 0 0 0.0 0.00

高柳新田 692 21.2 218 2 0 3.2 0.46 六高台 16,219 16.4 2,755 24 0 0.9 0.00

高柳 22 0.0 4 0 0 0.0 0.00 六高台西 高柳新町に含む 21.2 高柳新町に含む 5 1 3.2 0.46

竹ヶ花 1,623 18.7 224 5 1 2.2 0.45 和名ヶ谷 5,853 14.8 967 7 0 0.7 0.00

田中新田 266 24.4 87 0 0 0.0 0.00 西馬橋 9,510 23.6 2,816 69 3 2.5 0.11

常盤平 23,185 24.6 1,796 27 1 1.5 0.06 竹ヶ花西町 983 20.0 198 2 1 1.0 0.51

常盤平陣屋前 1,697 16.9 132 4 0 3.0 0.00 栄町西 4,182 20.2 1,263 23 2 1.8 0.16

常盤平西窪町 1,920 28.6 559 8 0 1.4 0.00 新松戸北 4,371 19.1 170 0 0 0.0 0.00

常盤平双葉町 1,521 21.1 320 5 1 1.6 0.31 新松戸東 926 8.5 46 0 0 0.0 0.00

常盤平柳町 1,474 22.3 366 8 0 2.2 0.00 二ツ木二葉町 613 18.9 117 1 0 0.9 0.00

殿平賀 2,751 16.5 396 3 0 0.8 0.00 六実 7,406 22.0 1,930 30 1 1.6 0.05

仲井町 2,280 22.7 449 4 0 0.9 0.00 五香 11,296 23.5 3,039 55 3 1.8 0.10

中金杉 2,881 21.6 849 3 0 0.4 0.00 五香西 6,775 24.0 1,733 16 2 0.9 0.12

中根 1,162 16.9 154 2 0 1.3 0.00 五香南 4,161 21.4 834 18 2 2.2 0.24

中根長津町 976 8.6 47 1 0 2.1 0.00

※ 「六高台西」の人口、一戸建世帯数は、「高柳新田」に含むため、高齢化率、空家率、特定空家率は「高柳新田」と同値
とする。 
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■町別の空家率のグラフ 
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■町別の高齢化率と空家総数の状況 

10％未満 

10％以上 15％未満 

15％以上 20％未満 

25％以上 30％未満 

30％以上 

20％以上 25％未満 

高齢化率 

※町別の空家総数を町名下に表示しています。 
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■町別の空家率 

1％未満 

1％以上 2％未満 

2％以上 3％未満 

4％以上 

3％以上 4％未満 
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(3)特定空家候補の状態分類 

特定空家候補の状態分類については、状態分類の重複を含めて、（Ⅰ）そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態が 111 件（78.7％）と最も多くなっています。

次いで、（Ⅲ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態が 45 件

（31.9％）、（Ⅳ）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

が 15件（10.6％）、（Ⅱ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態が 2件

（1.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定空家候補の状態（重複含む） 

 

 

 

 

 

  

空家の状態分類 

Ⅰ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

Ⅱ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

Ⅲ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

Ⅳ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

111

2

45

15

0 20 40 60 80 100 120

Ⅰに該当する特定空家候補

Ⅱに該当する特定空家候補

Ⅲに該当する特定空家候補

Ⅳに該当する特定空家候補

特定空家候補件数（件）
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3-2 空家の基本属性 

(1)主用途、主構造、階数、接道状況 

主用途については、独立住宅が 1,497 件（92.7％）と最も多く、次いで、住商併用建物が 70

件（4.3％）、共同住宅が 49件（3.0％）となっています。 

構造については、木造が 1,500件（92.8％）と空家全体の大半を占め、非木造は 116件（7.2％）

となっています。 

階数については、2 階が 1,193 件（73.8％）と最も多く、次いで 1 階が 396 件（24.5％）、3

階が 25件（1.5％）となり、1，2階の低層住宅が空家全体の大半を占めています。 

接道状況（前面道路幅員）については、4m以上が 1,036件（64.1％）、4m未満が 580件（35.9％）

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の基本属性 

  

4m以上, 64.1% 4m未満, 35.9%

1階, 24.5% 2階, 73.8%

3階, 1.5%

4階, 0.1%

5階, 0.1%

木造, 92.8% 非木造, 7.2%

独立住宅, 92.7%

共同住宅, 3.0%

住商併用建物, 4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

接道

階数

構造

主用途

396件

1,036件

116件

25件

1,500件

49件

1件

（空家総数，ｎ＝1,616）

580件

1,193件

1件

1,497件

70件
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3-3 空家の判定状況 

(1)外観等の状況 

表札については、「表札がある」が 940 件（58.2％）と最も多く、次いで、「表札が確認でき

ない」が 515件（31.9％）となり、「表札がない（表札が剥がされたり、テープ等で目隠しされ

ている）」は 161 件（10.0％）となっています。 

郵便受けについては、「郵便物は溜まっていない」が 557 件（34.5％）と最も多く、次いで、

「郵便受けが確認できない」が 437 件（27.0％）となっています。また、空家の可能性が高い

「郵便受けがふさがれている」、「郵便物等が溜まっている」については、それぞれ 351 件

（21.7％）、271 件（16.8％）となっています。 

洗濯物については、1,614件（99.9％）が「洗濯物がない」であり、「洗濯物がある」という

空家は、2件（0.1％）のみとなっています。 

雨戸については、空家の可能性が高い「全部閉め切り」が 673 件（41.6％）で最も多く、次

いで、「一部閉め切り」が 401件（24.8％）、「確認できない」が 272件（16.8％）、「閉め切られ

ていない」が 270 件（16.7％）となっています。 

家庭用品等については、「家庭用品等がない」が 1,417 件（91.0％）、「家庭用品等がある」が

145 件（9％）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の外観等の状況 

  

無, 10.0% 有, 58.2% 確認できない, 31.9%

ふさがれている, 21.7%

郵便物等が溜まっている, 
16.8%

郵便物は溜まっていない, 
34.5%

確認できない, 27.0%

無, 99.9%

有, 0.1%

全部閉め切り, 41.6% 一部閉め切り, 24.8%

閉め切られていない, 
16.7%

確認できない, 16.8%

無, 91.0% 有, 9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭用品等

雨戸

洗濯物

郵便受け

表札
161件 515件940件

351件 437件

271件

557件

1,614件

2件

673件 401件

270件

272件

145件1,471件

（空家総数，n=1,616）

42 



 

(2)設備等の状況 

電気メーターについては、「確認できない」が 1,011 件（62.6％）と最も多く、次いで、「動

いていない」が 571件（35.3％）、「動いている」が 34件（2.1％）となっています。 

ガスメーターについては、「確認できない」が 1,511 件（71.2％）と最も多く、次いで、「動

いていない」が 426件（26.4％）、「動いている」が 39件（2.4％）となっています。 

このように、外観目視による調査では、電気・ガスメーターは確認できない場合が非常に多

くなっています。また、空家のうち約 2％で電気・ガスメーターが動いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の設備等の状況 

  

動いていない, 35.3%

動いている, 2.1%

確認できない, 62.6%

動いていない, 26.4%

動いている, 2.4%

確認できない, 71.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ガスメーター

電気メーター
571件

34件

82件

1,011件

426件

77件

（空家総数，n=1,616）

1,151件

39件
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(3)庭等の状況 

雑草等については、「繁茂している」が 718件（44.4％）と最も多く、次いで、「草等はない」

が 436件（27.0％）、「管理されている」が 462件（28.6％）となっています。 

鉢植・植栽については、「管理さている」が 1,086件（67.2％）、「管理されていない」が 530

件（32.8％）となっています。 

侵入防止措置については、「侵入防止措置がない」が 1,416 件（90.4％）、侵入防止措置があ

る」が 155件（9.6％）となっています。 

管理者看板については、「管理者看板がない」が 1,530 件（94.7％）、「管理者看板がある」が

86件（5.3％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の庭等の状況 

 

  

繁茂している, 44.4% 管理されている, 28.6% 草等はない, 27.0%

管理されていない, 
32.8%

管理されている, 67.2%

有, 9.6% 無, 90.4%

有, 5.3%

無, 94.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者看板

侵入防止措置

鉢植・植栽

雑草等
718件 436件462件

530件 1,086件

1,416件155件

86件

1,530件

（空家総数，n=1,616）
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3-4 空家の老朽危険度等の状況 

(1)建築物の傾斜 

建築物の傾斜については、本調査において特定空家候補となる D 判定「著しい傾斜が見られ

倒壊等の恐れがある（傾き 1/20 超）」の空家が 1件（0.1％）あり、C判定である「全体的にた

わみがみられる」という空家は 8 件（0.5％）、B 判定である「一部にたわみがみられる」とい

う空家は 31 件（1.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の老朽危険度（建築物の傾斜） 

  

D著しい傾斜、倒壊

等の恐れ（傾き

1/20超）, 1件, 0.1%

C全体的にたわみ, 

8件, 0.5%

B一部にたわみ, 31

件, 1.9%

A傾斜は認めら

れない, 1564件, 

96.8%

不明, 12件, 0.7%

傾斜

（空家総数，n=1,616）
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(2)基礎の状況 

基礎については、D 判定となる「基礎がない、基礎･土台の腐敗・破損･変形が著しい」とい

う空家はなく、C判定となる[不同沈下がある、基礎、土台の腐朽、破損、変形、ひび割れが目

立つ]という空家は 9件（0.6％）、B判定となる「ひび割れが発生しているが、危険性は認めら

れない」という空家が 58件（3.6％）となりました。 

また、外観目視による調査であるため、敷地内に入らないと基礎の状態が把握できない建築

物も多数あり、「不明」が 367件（22.7％）と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の老朽危険度（基礎） 

  

C不同沈下あり、

基礎・土台の腐

朽、破損、変形

が目立つ, 9件, 

0.6%

Bひび割れが発

生しているが、危

険性は認められ

ない, 58件, 3.6%

A異常は認めら

れない, 1182件, 

73.1%

不明, 367件, 

22.7%

基礎

（空家総数，n=1,616）
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(3)屋根の状況 

屋根については、D 判定となる「屋根が著しく変形、又は穴が開いている、屋根ぶき材料に

著しい脱落、軒の裏板・たる木等が腐朽・脱落しているもの」という空家は、34 件（2.1％）

となっています。 

また、C判定となる「屋根ぶき裁量に多少の脱落、軒の垂れ下がったもの、軒の裏板･たる木

等の一部が脱落（瓦ぶき屋根は瓦にずれ）」という空家は、98件（6.1％）、B判定となる「屋根

ぶき材料の一部ずれ（瓦ぶき屋根除く）」という空家は、223件（13.8％）となっています。 

このように、空家の約 2割が屋根に何らかの異常がみられる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の老朽危険度（屋根） 

  

D著しく変形、穴

が開いている、

軒裏板やたる木

等腐朽・脱落, 34
件, 2.1%

C屋根ぶき材料

に多少の脱落、

軒のたれ下が

り、軒の裏板や

たる木等の一部

脱落, 98件, 6.1%

B屋根ぶき材料

の一部にずれ

（瓦ぶき屋根を除

く）, 223件, 13.8%

A異常は認めら

れない, 1249件, 
77.3%

不明, 12件, 0.7%

屋根

（空家総数，n=1,616）
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(4)外壁の状況 

外壁については、D 判定となる「外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損による著しい下地の

露出、壁を貫通する穴があいている」という空家が 32件（2.0％）となっています。 

また、C判定となる「外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽･破損により下地の一部が露出」という

空家が 50件（3.1％）、B判定となる「ひび割れが発生しているが、危険性は認められない」と

いう空家が 218件（13.5％）となっています。 

このように、屋根と同様に空家の約 2 割が、外壁に何らかの異常がみられる結果となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の老朽危険度（外壁） 

 

  

D外壁の仕上材料

の剥落･腐朽･破損

により著しく下地露

出、貫通穴あり, 32
件, 2.0%

C外壁の仕上材

料の剥落･腐朽･

破損により下地

の一部露出, 50
件, 3.1% Bひび割れが発

生しているが、危

険性は認められ

ない, 218件, 
13.5%

A異常は認めら

れない, 1309件, 
81.0%

不明, 7件, 0.4%

外壁

（空家総数，n=1,616）
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(5)工作物の状況 

工作物については、D 判定となる「看板、バルコニー、手すり等で落下の危険性が高い」と

いう空家は 50件（3.1％）となっています。 

また、C 判定となる「看板、バルコニー、手すり等の支持部分が著しく腐食している」とい

う空家は 96 件（5.9％）、B判定となる「看板、バルコニー、手すり等の支持部分が多少腐食し

ている」という空家は 266件（16.5％）となっています。 

このように、空家の約 1/4が工作物に何らかの異常がみられる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の老朽危険度（工作物） 

 

  

D看板、バルコ

ニー、手すり等で

落下の危険性が

高い, 50件, 3.1%
C看板、バルコ

ニー、手すり等の

支持部分が著し

く腐食, 96件, 
5.9%

B看板、バルコ

ニー、手すり等の

支持部分が多少

腐食, 266件, 
16.5%

A異常は認めら

れない, 1168件, 
72.3%

不明, 36件, 2.2%
工作物

（空家総数，n=1,616）
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(6)その他の状況 

空家のその他の状況として、門･塀、擁壁、ごみや害虫獣、立木、窓ガラス、侵入可能な状況

等について調査を行い、特定空家候補となるような状況の空家は、「立木等が建築物の全面を覆

うほど茂っている」が 34件と最も多く、次いで、「門、塀にひび割れ、破損が生じているもの、

傾斜しているもの（目視で明らかなもの）」が 14 件、門扉が施錠されておらず不特定のものが

容易に侵入可能なもの」、「敷地内でごみ等が散乱、放置（山積みのまま）、投棄されているもの」

が 7件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家のその他の状況 

 

 

 

 

 

  

14件

1件

1件

1件

5件

34件

7件

3件

6件

0件

0件

7件

0件

1件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件

門、塀にひび割れ、破損が生じているもの

、傾斜しているもの（目視で明らかなもの）

擁壁のひびが著しいもの

敷地内のごみで臭気の発生があるもの

多数のネズミやハエが発生し、近隣住民

の日常生活に支障があるもの

多数の窓ガラスが割れたまま

放置されているもの

立木等が建築物の全面を覆うほど

茂っている

敷地内でごみ等が散乱、放置（山積みのまま）

、投棄されているもの

立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の

道路･家屋等に大量に散らばっているもの

立木が道路等にはみ出し歩行者等の

通行を妨げているもの

空き家に住みついた動物の鳴き声その他の

音が頻繁に発生しているもの

動物の糞尿その他の汚物が

放置されているもの

門扉が施錠されておらず不特定のものが

容易に侵入可能なもの

土砂が大量に流出しているもの

その他生活に飽く盈虚を及ぼすもの

（空家総数，n=1,616）
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4 アンケート調査結果 

4-1 アンケート回収率 

現地調査により「空家の可能性が高い」と判断した建物について、固定資産データより該当

する所有者へアンケートを送付しました。 

その結果、発送件数 1,512件に対し、回収件数 584件となり、回収率は 38.6％となりました。 

 
■アンケート回収率 

アンケート発送件数 1,512件 

アンケート回収件数 584件 

回収率 38.6% 

 
4-2 回答者の基本属性 

(1)年齢 

回答者の年齢は、「65 歳～69 歳」が 99 件（17.0％）と最も多く、次いで「80 歳以上」が 97

件（16.6％）、「50歳～59歳」が 81件（13.9％）となっています。 

また、65歳以上の高齢者は、342 件（58.6％）となっています。 

 
■住宅所有者の年齢 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 無回答 合計 

件数 2 7 35 81 65 99 78 68 97 52 584 

割合（%） 0.3 1.2 6.0 13.9 11.1 17.0 13.4 11.6 16.6 8.9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

１ 29歳以下
0.3%

２ 30歳～39歳
1.2%

３ 40歳～49歳
6.0%

４ 50歳～59歳
13.9%

５ 60歳～64歳
11.1%

６ 65歳～69歳
17.0%

７ 70歳～74歳
13.4%

８ 75歳～79歳
11.6%

９ 80歳以上
16.6%

無回答
8.9%

（回収件数 n=584） 
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(2)世帯類型 

世帯類型は、「親と子供の世帯」が 193件（33.0％）と最も多く、次いで、「単身世帯」が 123

件（21.1％）、「夫婦のみの世帯」が 105件（18.0％）となっています。 

また、「親と子供の世帯」の世帯人数をみると、3人家族が 42.0％、4人家族が 25.4％、2人

家族が 16.1％となっています。 

 

■住宅所有者の世帯類型及び世帯人数 

回答番号 A B C D E 無回答 合計 

件数 123 105 193 30 9 124 584 

割合（%） 21.1 18.0 33.0 5.1 1.5 21.2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C 親と子供の世帯

2人家族

16.1%

C 親と子供の世帯

3人家族

42.0%

C 親と子供の世帯

4人家族

25.4%

C 親と子供の世帯

5人家族

6.2%

C 親と子供の世帯

6人家族

0.5%

C 親と子供の世帯

7人家族

0.5%

無回答

9.3%

A 単身世帯
21.1%

B 夫婦のみの世帯
18.0%

C 親と子供の世帯
33.0%

D 親子、孫の３世代に

わたる世帯
5.1%

E その他
1.5%

無回答
21.2%

（回収件数 n=584） 

（回収件数，親と子供の世帯 n=193） 

回答番号 a b c d e f 無回答 合計
件数 31 81 49 12 1 1 18 193

割合（%） 16.1 42.0 25.4 6.2 0.5 0.5 9.3 100
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4-3 住宅の使用状況 

 

 

 

 
住宅の使用状況は、「使用していない」が 53.8％（314件）、「使用している」が 40.4％（236

件）となっています。 

 

■住宅の使用状況 

回答番号 １ ２ 無回答 合計 

件数 236 314 34 584 

割合（%） 40.4 53.8 5.8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 使用している
40.4%

２ 使用していない
53.8%

無回答
5.8%

問１：現在、住宅を使用していますか？　どちらかに○をつけてください

　１．使用している 　問１-１及び問1-２へ

　２．使用していない 　問２へ

問 2へ 

問 1-1及び問 1-2へ 

（回収件数 n=584） 
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（問 1にて「１ 使用している」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

 

住宅の使用目的は、「住まいは別にあり、住宅以外の目的で使用している」が 86件（36.4％）

で最も多く、次いで「自宅として使用している」が 67件（28.4％）、「賃貸住宅として貸し出し

ている」が 16.5％（39件）、「週末や休暇時に使用している」が 18件（7.6％）となっています。 

「その他」は 26 件（11.0％）となっており、主な内容は「倉庫・物置・自転車置き場として

使用している」「事務所として使用している」「借家人や入居者を募集中」等となっています。 

 

■住宅の使用目的 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 無回答 合計 

件数 67 0 18 39 86 26 0 236 

割合（%） 28.4 - 7.6 16.5 36.4 11.0 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 自宅として

使用している
28.4%

３ 週末や休暇時に

使用している
7.6%

４ 賃貸住宅として

貸し出している
16.5%

５ 住まいは別にあり、

住宅以外の目的で

使用している
36.4%

６ その他
11.0%

　２．通勤のため平日のみ使用している

　５．住まいは別にあり、住宅以外の目的で使用している

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．週末や休暇時に使用している

　４．賃貸住宅として貸し出している

問１-１：住宅をどのように使用していますか？　一つに○をつけてください

　１．自宅として使用している

（回収件数，住宅を使用している n=236） 
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（問 1にて「１ 使用している」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

 

住宅の利用頻度は、「週に 1回以上（常時を含む）」が 122件（51.7％）で最も多く、「月に 1

回以上」が 32件（13.6％）、「2～3ヶ月に 1回」が 21件（8.9％）、「1年に数回」が 17件（7.2％）、

「数年に 1回」が 1件（0.4％）の順で続いています。 

「その他」は 21 件（8.9％）となっており、主な内容は「一時的に空家状態となっている」

「維持管理のみ行っている」「1年に 1回」等となっています。 

 

■住宅の利用頻度 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 無回答 合計 

件数 122 32 21 17 1 21 22 236 

割合（%） 51.7 13.6 8.9 7.2 0.4 8.9 9.3 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　２．月に１回以上

問１-２：住宅の利用頻度はどのくらいですか？　一つに○をつけてください

　３．２～３ヶ月に１回

　４．１年に数回

　５．数年に１回

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．週に１回以上（常時を含む）

１ 週に1回以上

（常時を含む）
51.7%

２ 月に1回以上
13.6%

３ 2～3ヶ月に1回
8.9%

４ 1年に数回
7.2%

５ 数年に1回
0.4%

６ その他
8.9%

無回答
9.3%

（回収件数，住宅を使用している n=236） 
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4-4 住宅の建築時期 

（問 2から問 13 は、問 1にて「２ 使用していない」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 
使用していない住宅（空家）の建築時期は、「昭和 46年～昭和 55年」が 129件（41.1％）で

最も多く、次いで「昭和 36年～昭和 45年」が 67件（21.3％）、「昭和 56年～平成 2年」が 47

件（15.0％）、「平成 3年 ～平成 12年」が 8件（2.5％）、「平成 13年～平成 22年」が 5件（1.6％）、

「平成 23年以降」が 1件（0.3％）となっています。 

 

■使用していいない住宅（空家）の建築時期 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 無回答 合計 

件数 6 13 67 129 47 8 5 1 21 17 314 

割合（%） 1.9 4.1 21.3 41.1 15.0 2.5 1.6 0.3 6.7 5.4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用していない住宅の建築時期を空家種別（空家及び特定空家候補）でみると、空家では「昭

和 46 年～昭和 55 年」が 42.3％と 4 割を超え、「昭和 36 年～昭和 45 年」が 20.1％、「昭和 56

年～平成 2年」が 15.4％となっています。 

一方、特定空家候補では「昭和 36 年～昭和 45年」が 38.1％と 4割近く、「昭和 46年～昭和

55年」が 23.8％となっています。また、「昭和 25年以前」も 9.5％となっています。 

１ 昭和25年以前
1.9% ２ 昭和26年

～昭和35年
4.1%

３ 昭和36年

～昭和45年
21.3%

４ 昭和46年～昭和55年
41.1%

５ 昭和56年

～平成2年
15.0%

６ 平成3年

～平成12年
2.5%

７ 平成13年

～平成22年
1.6%

８ 平成23年以降
0.3%

９ 不明
6.7%

無回答
5.4%

　３．昭和３６年～昭和４５年 　８．平成２３年以降

　４．昭和４６年～昭和５５年 　９．不明

　５．昭和５６年～平成２年

問２：住宅が建築された時期はいつですか？　一つに○をつけてください　

　１．昭和２５年以前 　６．平成３年～平成１２年

　２．昭和２６年～昭和３５年 　７．平成１３年～平成２２年

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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このように、特定空家候補のほうが、建築時期が昭和 45年以前のものが多くなっています。 

 

■使用していない住宅の建築時期（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 無回答 合計 

空家 
件数 4 13 59 124 45 8 5 1 18 16 293 

割合(%) 1.4 4.4 20.1 42.3 15.4 2.7 1.7 0.3 6.1 5.5 100 

特定 

空家候補 

件数 2 0 8 5 2 0 0 0 3 1 21 

割合(%) 9.5 - 38.1 23.8 9.5 - - - 14.3 4.8 100 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（回収件数，住宅を使用していない，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 

1.9

1.4

9.5

4.1

4.4

-

21.3

20.1

38.1

41.1

42.3

23.8

15.0

15.4

9.5

2.5

2.7

1.6

1.7

0.3

0.3

6.7

6.1

14.3

5.4

5.5

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  314)

空家 (  293)

特定空家候補 (   21)

１ 昭和25年以前 ２ 昭和26年～昭和35年 ３ 昭和36年～昭和45年 ４ 昭和46年～昭和55年

５ 昭和56年～平成2年 ６ 平成3年～平成12年 ７ 平成13年～平成22年 ８ 平成23年以降

９ 不明 無回答
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4-5 住宅の構造 

 

 

 

 

使用していない住宅（空家）の構造は、「木造」が 282件（89.8％）で最も多く、次いで「鉄

骨造」が 15 件（4.8％）となっています。 

 

■住宅の構造 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 合計 

件数 282 15 0 5 5 7 314 

割合（%） 89.8 4.8 - 1.6 1.6 2.2 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 木造
89.8%

２ 鉄骨造
4.8%

４ その他
1.6%

５ 不明
1.6%

無回答
2.2%

問３：住宅の「構造」についてお答えください。　一つに○をつけてください

　１．木造 　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　２．鉄骨造 　５．不明

　３．鉄筋造

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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4-6 空家になった時期 

 

 

 
空家となった時期は、「平成 23年以降」が 130件（41.4％）で最も多く、次いで「平成 13年

～平成 22年」が 112件（35.7％）となっています。以降、年次が古いほど件数は少なくなって

います。 

 

■空家となった時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家になった時期を空家種別でみると、空家では「平成 23年以降」が 43.7％と最も多く、「平

成 13年～平成 22年」が 35.8％で続いています。 

時期 （西暦） 件数 割合（%） 

１ 昭和 25 年以前 （1950年以前） 3 1.0 

２ 昭和 26 年～昭和 35年 （1951年～1960年） 1 0.3 

３ 昭和 36 年～昭和 45年 （1961年～1970年） 2 0.6 

４ 昭和 46 年～昭和 55年 （1971年～1980年） 3 1.0 

５ 昭和 56 年～平成 2年  （1981年～1990年） 10 3.2 

６ 平成 3年 ～平成 12年 （1991年～2000年） 20 6.4 

７ 平成 13 年～平成 22年 （2001年～2010年） 112 35.7 

８ 平成 23 年以降 （2011年以降） 130 41.4 

無回答 33 10.5 

合計 314 100 

１ 昭和25年以前
1.0%

２ 昭和26年～昭和35年
0.3%

３ 昭和36年～昭和45年
0.6% ４ 昭和46年～昭和55年

1.0%

５ 昭和56年～平成2年
3.2%

６ 平成3年～平成12年
6.4%

７ 平成13年～平成22年
35.7%８ 平成23年以降

41.4%

無回答
10.5%

問４：空家になった時期はいつですか？

         和暦及び西暦の一つに○をつけ、（　）内に年月をご記入ください。　　　

（　昭和　・　平成　・　西暦　）　（　　　　　　　）　年　（　　　　　　　）　月頃

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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一方、特定空家候補では「平成 13 年～平成 22 年」が 33.3％と最も多く、「昭和 55 年以前」

「昭和 56年～平成 2年」「平成 3年～平成 12年」「平成 23年以降」が 9.5％となっており、特

定空家候補のほうが空家になった時期が古くなっています。 

 

■空家になった時期（空家種別） 

回答番号 S55以前 S56～H2 H3～H12 H13～H22 H23以降 無回答 合計 

空家 
件数 7 8 18 105 128 27 293 

割合(%) 2.3 2.7 6.1 35.8 43.7 9.2 100 

特定 

空家候補 

件数 2 2 2 7 2 6 21 

割合(%) 9.5 9.5 9.5 33.3 9.5 28.6 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2.9

2.3

9.5

3.2

2.7

9.5

6.4

6.1

9.5

35.7

35.8

33.3

41.4

43.7

9.5

10.5

9.2

28.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  314)

空家 (  293)

特定空家候補 (   21)

昭和55年以前 昭和56年～平成2年 平成3年～平成12年 平成13年～平成22年 平成23年以降 無回答

（回収件数，住宅を使用していない，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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4-7 空家になったきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空家になったきっかけは、「賃借人などの入居者が退去したため」が 78 件（24.8％）で最も

多く、次いで「居住していた人または親族等が亡くなったため」が 73件（23.2％）、「居住して

いた人が施設入所または入院したため」が 52件（16.6％）、「相続により取得したが入居してい

ないため」が 25 件（8.0％）となっています。 

また、「その他」は 24.8％（78 件）となっており、主な内容は「転居（別の住宅を購入した

ため、結婚をしたため、子供または親と同居することになったため等）」「親の介護のため留守

がちになっているため」「天災や老朽化により屋根が破損し、住めなくなったため」「水道トラ

ブルが起きたため」「売却予定のため」等となっています。 

 

■空家になったきっかけ 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

件数 73 52 17 78 17 25 8 78 

割合（%） 23.2 16.6 5.4 24.8 5.4 8.0 2.5 24.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2%

16.6%

5.4%

24.8%

5.4%

8.0%

2.5%

24.8%

0% 10% 20% 30%

１ 居住していた人または親族等が亡くなったため

２ 居住していた人が施設入所または入院したため

３ 転勤等で長期不在のため

４ 賃借人などの入居者が退去したため

５ 税制上の理由で取り壊しを控えているため

６ 相続により取得したが入居していないため

７ 相続人が決まらないため

８ その他

　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２．居住していた人が施設入所または入院したため

　３．転勤等で長期不在のため

　４．賃借人などの入居者が退去したため

　５．税制上の理由で取り壊しを控えているため

　６．相続により取得したが入居していないため

　７．相続人が決まらないため

問５：住宅が空家になった（なっている）きっかけは何ですか？

         あてはまる項目すべてに○をつけてください

　１．居住していた人または親族等が亡くなったため

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 
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空家になったきっかけを空家種別でみると、空家では「賃借人などの入居者が退去したため」

が 24.2％で最も多く、次いで「居住していた人または親族等が亡くなったため」が 22.9％、「居

住していた人が施設入所または入院したため」が 17.4％となっています。 

一方、特定空家候補では「賃借人などの入居者が退去したため」が 33.3％で最も多く、「居

住していた人または親族等が亡くなったため」が 28.6％、「税制上の理由で取り壊しを控えて

いるため」が 9.5％となっています。 

 

■空家になったきっかけ（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

空家 
件数 67 51 16 71 15 24 7 74 

割合(%) 22.9 17.4 5.5 24.2 5.1 8.2 2.4 25.3 

特定 

空家候補 

件数 6 1 1 7 2 1 1 4 

割合(%) 28.6 4.8 4.8 33.3 9.5 4.8 4.8 19.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（回収件数，住宅を使用していない，複数回答，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 

23.2%

16.6%

5.4%

24.8%

5.4%

8.0%

2.5%

24.8%

22.9%

17.4%

5.5%

24.2%

5.1%

8.2%

2.4%

25.3%

28.6%

4.8%

4.8%

33.3%

9.5%

4.8%

4.8%

19.0%

0% 10% 20% 30% 40%

１ 居住していた人または親族等が亡くなったため

２ 居住していた人が施設入所または入院したため

３ 転勤等で長期不在のため

４ 賃借人などの入居者が退去したため

５ 税制上の理由で取り壊しを控えているため

６ 相続により取得したが入居していないため

７ 相続人が決まらないため

８ その他

全 体 (n= 314) 空家 (n= 293) 特定空家候補 (n= 21)
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4-8 空家の状態 

 

 

 

 

 

 
空家の状態は、「現在でも住める状態である」が 166件（52.9％）で最も多く、次いで「建物

の内部に破損等がある」が 96 件（30.6％）、「建物の外部に破損等がある」が 74 件（23.6％）、

「樹木等が繁茂している」が 31 件（9.9％）となっています。 

「その他」は 7.6％（24 件）となっており、主な内容は「汚れているがクリーニングすれば

住める」「入居者が決まればリフォームする」「居住していた人の家具・家電・遺品等が残って

いる」「住宅用ではない」「浮浪者が侵入している可能性がある」等となっています。 

 

■空家の状態 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

件数 166 74 96 31 20 24 

割合（%） 52.9 23.6 30.6 9.9 6.4 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家の状態を空家種別でみると、空家では「現在でも住める状態である」が 56.0％で最も多

く、次いで、「建物の内部に破損等がある」が 29.0％、「建物の外部に破損等がある」が 20.8％

となっています。 

一方、特定空家候補では「建物の外部に破損等がある」が 61.9％で最も多く、「建物の内部

52.9%

23.6%

30.6%

9.9%

6.4%

7.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１ 現在でも住める状態である

２ 建物の外部に破損等がある

３ 建物の内部に破損等がある

４ 樹木等が繁茂している

５ 現状の把握をしていない

６ その他

　１．現在でも住める状態である

　２．建物の外部に破損等がある

　３．建物の内部に破損等がある

　４．樹木等が繁茂している

　５．現状の把握をしていない

問６：空家はどのような状態ですか？　あてはまる項目すべてに○をつけてください

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 
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に破損等がある」が 52.4％、「樹木等が繁茂している」が 19.0％となっており、いずれも空家

と比べ割合が高くなっています。 

 

■空家の状態（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

空家 
件数 164 61 85 27 18 22 

割合(%) 56.0 20.8 29.0 9.2 6.1 7.5 

特定 

空家候補 

件数 2 13 11 4 2 2 

割合(%) 9.5 61.9 52.4 19.0 9.5 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.9%

23.6%

30.6%

9.9%

6.4%

7.6%

56.0%

20.8%

29.0%

9.2%

6.1%

7.5%

9.5%

61.9%

52.4%

19.0%

9.5%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１ 現在でも住める状態である

２ 建物の外部に破損等がある

３ 建物の内部に破損等がある

４ 樹木等が繁茂している

５ 現状の把握をしていない

６ その他

全 体 (n= 314) 空家 (n= 293) 特定空家候補 (n= 21)

（回収件数，住宅を使用していない，複数回答，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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4-9 空家で困っていること 

 

 

 

 

 

 
空家に関して困っている点は、「取り壊しをしたいが費用が不足している」「空家に関する相

談をどこにしたらいいかわからない」がともに 69件（22.0％）で最も多く、次いで「遠方に住

んでおり、空家の状況が把握できない」が 42件（13.4％）、「修繕（リフォーム等）をして使用

したいが費用が不足している」が 40 件（12.7％）となっています。 

一方、「特に困っていることはない」は 22.6％（71件）となっています。 

「その他」は 82 件（26.1％）となっており、主な内容は「家財の整理や処分が進まない」「掃

除や片付けに行けない」「草木の手入れができない」「接道していないため建替えができない」

「借家人や売却先が決まらない」「借地権に関すること」等となっています。 

 

■空家で困っていること 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

件数 42 40 69 69 71 82 

割合（%） 13.4 12.7 22.0 22.0 22.6 26.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家に関して困っている点を空家種別でみると、空家では「取り壊しをしたいが費用が不足

している」と「空家に関する相談をどこにしたらいいかわからない」が 21.5％と 2割を超えて

多くなっています。 

13.4%

12.7%

22.0%

22.0%

22.6%

26.1%

0% 10% 20% 30%

１ 遠方に住んでおり、空家の状況が把握できない

２ 修繕（リフォーム等）をして使用したいが

費用が不足している

３ 取り壊しをしたいが費用が不足している

４ 空家に関する相談をどこにしたらいいか

わからない

５ 特に困っていることはない

６ その他

　１．遠方に住んでおり、空家の状況が把握できない

　２．修繕（リフォーム等）をして使用したいが費用が不足している

　３．取り壊しをしたいが費用が不足している

　４．空家に関する相談をどこにしたらいいかわからない

　５．特に困っていることはない

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問７：空家のどのような点でお困りですか？　あてはまる項目すべてに○をつけてください

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 
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一方、特定空家候補では「空家に関する相談をどこにしたらいいかわからない」が 33.3％、

「取り壊しをしたいが費用が不足している」が 28.6％、「修繕（リフォーム等）をして使用し

たいが費用が不足している」が 23.8％となっており、いずれも空家に比べ割合が高くなってい

ます。 

また、「特に困っていることはない」については、空家で 2割台半ば、特定空家候補の１割台

半ばとなっています。 

 

■空家に関して困っている点（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

空家 
件数 39 35 63 62 68 80 

割合(%) 13.3 11.9 21.5 21.2 23.2 27.3 

特定 

空家候補 

件数 3 5 6 7 3 2 

割合(%) 14.3 23.8 28.6 33.3 14.3 9.5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.4%

12.7%

22.0%

22.0%

22.6%

26.1%

13.3%

11.9%

21.5%

21.2%

23.2%

27.3%

14.3%

23.8%

28.6%

33.3%

14.3%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40%

１ 遠方に住んでおり、空家の状況が把握できない

２ 修繕（リフォーム等）をして使用したいが

費用が不足している

３ 取り壊しをしたいが費用が不足している

４ 空家に関する相談をどこにしたらいいかわからない

５ 特に困っていることはない

６ その他

全 体 (n= 314) 空家 (n= 293) 特定空家候補 (n= 21)

（回収件数，住宅を使用していない，複数回答，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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4-10 空家の維持管理について 

 

 

 

維持管理の状況は、「行っている」が 60.2％（189 件）、「行っていない」が 33.8％（106 件）

となっています。 

 

■維持管理の状況 

回答番号 １ ２ 無回答 合計 

件数 189 106 19 314 

割合（%） 60.2 33.8 6.1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理の状況を空家種別でみると、空家では「行っている」が 61.1％、「行っていない」

が 33.4％となっています。 

一方、特定空家候補では「行っている」が 47.6％、「行っていない」の 38.1％となっており、

空家と比べ、管理を行っていないが多いものの、その差は大きくない結果となっています。 

 

 

 

  

１ 行っている
60.2%

２ 行っていない
33.8%

無回答
6.1%

問８：空家の維持管理を行っていますか？　どちらかに○をつけてください

　１．行っている 　問８-１へ

　２．行っていない 　問８-２へ

問 8-1へ 

問 8-2へ 

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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■維持管理の状況（空家種別） 

回答番号 １ ２ 無回答 合計 

空家 
件数 179 98 16 293 

割合(%) 61.1 33.4 5.5 100 

特定 

空家候補 

件数 10 8 3 21 

割合(%) 47.6 38.1 14.3 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.2

61.1

47.6

33.8

33.4

38.1

6.1

5.5

14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  314)

空家 (  293)

特定空家候補 (   21)

１ 行っている ２ 行っていない 無回答

（回収件数，住宅を使用していない，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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（問 8にて「１ 行っている」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

修繕の予定は、「当面、建替えまたは改修を行う予定はない」が 115件（60.8％）で最も多く、

「2～3 年以内に建替えまたは改修を行う予定である」が 15 件（7.9％）、「1 年以内に建替えま

たは改修を行う予定である」が 11件（5.8％）で続いています。 

「その他」は 22.8％（43 件）となっており、主な内容は「改修済み」「入居者または居住開

始が決まりしだい修繕する予定」「修繕はしたいが費用が無い」「リフォーム見積中」「検討中、

決めかねている」「生垣や庭の手入れのみ行っている」「修繕せずに売却する予定」「建替えや解

体の予定」等となっています。 

 

■修繕の予定 

回答番号 １ ２ ３ ４ 無回答 合計 

件数 11 15 115 43 5 189 

割合（%） 5.8 7.9 60.8 22.8 2.6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕の予定を空家種別でみると、空家では「当面、建替えまたは改修を行う予定はない」が

60.9％と最も多く、次いで「2～3 年以内に建替えまたは改修を行う予定である」が 6.7％、「1

１ 1年以内に建替え

または改修を行う

予定である
5.8%

２ 2～3年以内に建

替えまたは改修を

行う予定である
7.9%

３ 当面、建替えまたは

改修を行う予定はない
60.8%

４ その他
22.8%

無回答
2.6%

問８-１：問８で「１．行っている」に○をつけられた方にお伺いします。

             空家を修繕する予定はありますか？　一つに○をつけてください

　１．１年以内に建替えまたは改修を行う予定である

　２．２～３年以内に建替えまたは改修を行う予定である

　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．当面、建替えまたは改修を行う予定はない

（回収件数，住宅を使用していない,維持管理を行っている n=189） 
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年以内に建替えまたは改修を行う予定である」が 5.6％となっています。 

一方、特定空家候補では「当面、建替えまたは改修を行う予定はない」が 60.0％と空家と同

水準となっていますが、「2～3 年以内に建替えまたは改修を行う予定である」が 30.0％と空家

に比べ、4 倍以上となっています。また、「1 年以内に建替えまたは改修を行う予定である」は

10.0％となっています。 

 

■修繕の予定（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ 無回答 合計 

空家 
件数 10 12 109 43 5 179 

割合(%) 5.6 6.7 60.9 24.0 2.8 100 

特定 

空家候補 

件数 1 3 6 0 0 10 

割合(%) 10.0 30.0 60.0 - - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.8

5.6

10.0

7.9

6.7

30.0

60.8

60.9

60.0

22.8

24.0

2.6

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  189)

空家 (  179)

特定空家候補 (   10)

１ 1年以内に建替えまたは改修を行う予定である ２ 2～3年以内に建替えまたは改修を行う予定である

３ 当面、建替えまたは改修を行う予定はない ４ その他

無回答

（回収件数，住宅を使用していない，維持管理を行っている，全体 n=189，空家 n=179，特定空家候補 n=10） 
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（問 8にて「２ 行っていない」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

修繕を行っていない理由は、「遠方に住んでいるので維持管理が困難である」が 32件（30.2％）

で最も多く、「管理費用の問題で維持管理ができない」「高齢のため維持管理したくてもできな

い」がともに 21 件（19.8％）、「現状は問題ない」が 20 件（18.9％）、「権利関係等（相続・借

家人・借地人）の問題で維持管理が困難である」が 9件（8.5％）となっています。 

「その他」は 24.5％（26件）となっており、主な内容は「就労や子育て中で多忙のため」「所

有者が体調不良のため」「入居者等が決まっていないため」「売却中または売却予定あり」「解体

する予定」「庭の手入れのみ定期的に行っている」「業者に委託している」等となっています。 

 

■修繕を行っていない理由 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

件数 32 21 21 9 20 26 

割合（%） 30.2 19.8 19.8 8.5 18.9 24.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理を行っていない理由を空家種別でみると、空家では「遠方に住んでいるので維持管

理が困難である」が 29.6％と最も多く、次いで「高齢のため維持管理したくてもできない」「現

30.2%

19.8%

19.8%

8.5%

18.9%

24.5%

0% 10% 20% 30% 40%

１ 遠方に住んでいるので維持管理が困難である

２ 管理費用の問題で維持管理ができない

３ 高齢のため維持管理したくてもできない

４ 権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で

維持管理が困難である

５ 現状は問題ない

６ その他

　５．現状は問題ない

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

             行っていない理由は何ですか？あてはまる項目すべてに○をつけてください

　１．遠方に住んでいるので維持管理が困難である

　２．管理費用の問題で維持管理ができない

　３．高齢のため維持管理したくてもできない

　４．権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で維持管理が困難である

問８-２：問８で「２．行っていない」に○をつけられた方にお伺いします。

（回収件数，住宅を使用していない,維持管理を行っていない，複数回答 n=106） 
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状は問題ない」が 20.4％、「管理費用の問題で維持管理ができない」が 17.3％、「権利関係等（相

続・借家人・借地人）の問題で維持管理が困難である」が 8.2％となっています。 

一方、特定空家候補では「管理費用の問題で維持管理ができない」が 50.0％と最も多く、次

いで「遠方に住んでいるので維持管理が困難である」が 37.5％、「高齢のため維持管理したく

てもできない」「権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で維持管理が困難である」が 12.5％

となっています。 

 

■維持管理を行っていない理由（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

空家 
件数 29 17 20 8 20 26 

割合(%) 29.6 17.3 20.4 8.2 20.4 26.5 

特定 

空家候補 

件数 3 4 1 1 0 0 

割合(%) 37.5 50.0 12.5 12.5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.2%

19.8%

19.8%

8.5%

18.9%

24.5%

29.6%

17.3%

20.4%

8.2%

20.4%

26.5%

37.5%

50.0%

12.5%

12.5%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１ 遠方に住んでいるので維持管理が困難である

２ 管理費用の問題で維持管理ができない

３ 高齢のため維持管理したくてもできない

４ 権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で

維持管理が困難である

５ 現状は問題ない

６ その他

全 体 (n=106) 空家 (n=98) 特定空家候補 (n=8)

（回収件数，住宅を使用していない，維持管理を行っている，複数回答，全体 n=106，空家 n=98，特定空家候補 n=8） 
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4-11 空家の今後の予定について 

 

 

 

 

 
空家の利用予定は、「売却する」が 124 件（39.5％）で最も多く、次いで「賃貸する」「空家

のままにしておく」がともに 41件（13.1％）、「所有者やその他の親族が利用する」が 17件（5.4％）

となっています。 

「その他」は 60 件（19.1％）となっており、主な内容は「賃貸または売却したいが難しい」

「市に相談したい」「高齢者や子供の居場所として提供したい」「解体する」等となっています。 

 

■空家の今後の予定 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 合計 

件数 41 124 17 41 60 31 314 

割合（%） 13.1 39.5 5.4 13.1 19.1 9.9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家の利用予定を空家種別でみると、空家では「売却する」が 40.3％で最も多く、「賃貸す

る」（12.6％）と「空家のままにしておく」（12.3％）が 1割を超え、「所有者やその他の親族が

利用する」（5.1％）は 1割未満となっています。 

一方、特定空家候補では「売却する」が 28.6％、「空家のままにしておく」が 23.8％と 2 割

台半ば、「賃貸する」が 19.0％、「所有者やその他の親族が利用する」が 9.5％となっています。 

特定空家候補では、「空家のままにしておく」が空家の約 2倍となっており、老朽化等がより

１ 賃貸する
13.1%

２ 売却する
39.5%

３ 所有者やその他の

親族が利用する
5.4%

４ 空家のままに

しておく
13.1%

５ その他
19.1%

無回答
9.9%

問９：今後、空家をどのように利用する予定ですか？　一つに○をつけてください

　１．賃貸する
　　　　問９-１へ

　２．売却する

　３．所有者やその他の親族が利用する

　４．空家のままにしておく

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 9-1へ 

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 

73 



著しくなる恐れがあります。 

 

■空家の今後の予定（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 合計 

空家 
件数 37 118 15 36 57 30 293 

割合(%) 12.6 40.3 5.1 12.3 19.5 10.2 100 

特定 

空家候補 

件数 4 6 2 5 3 1 21 

割合(%) 19.0 28.6 9.5 23.8 14.3 4.8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.1

12.6

19.0

39.5

40.3

28.6

5.4

5.1

9.5

13.1

12.3

23.8

19.1

19.5

14.3

9.9

10.2

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  314)

空家 (  293)

特定空家候補 (   21)

１ 賃貸する ２ 売却する

３ 所有者やその他の親族が利用する ４ 空家のままにしておく

５ その他 無回答

（回収件数，住宅を使用していない，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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（問 9にて「１ 賃貸する」「２ 売却する」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

借家人または売却先の募集状況は、「募集している」が 67件（40.6％）で最も多く、「募集の

準備中である」が 35 件（21.2％）、「借家人・売却先が決定済み」が 9 件（5.5％）となってい

ます。 

「その他」は 46 件（27.9％）となっており、主な内容は「業者を探せない」「相続や財産分

割待ち」「建替えてから募集する」「時期は未定」「まだ何もしていない」等となっています。 

 

■借家人または売却先の募集状況 

回答番号 １ ２ ３ ４ 無回答 合計 

件数 67 35 9 46 8 165 

割合（%） 40.6 21.2 5.5 27.9 4.8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 募集している
40.6%

２ 募集の準備中

である
21.2%

３ 借家人・売却先が

決定済み
5.5%

４ その他
27.9%

無回答
4.8%

　３．借家人・売却先が決定済み

　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問９-１：問９で「１．賃貸する」または「２．売却する」につけられた方にお伺い

             します。　一つに○をつけてください

　１．募集している

　２．募集の準備中である

（回収件数，住宅を使用していない,賃貸する・売却する n=165） 
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4-12 空家の利活用希望について 

 

 

 

 
利活用の意向は、「利活用するつもりはない」が 107件（34.1％）で、「利活用したい」の 73

件（23.2％）を上回っています。 

また、「わからない」は 92 件（29.3％）となっています。 

 

■空家の利活用の意向 

回答番号 １ ２ ３ 無回答 合計 

件数 73 107 92 42 314 

割合（%） 23.2 34.1 29.3 13.4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利活用の意向を空家種別でみると、空家では「利活用するつもりはない」が 33.1％、「利活

用したい」が 23.5％となっています。 

一方、特定空家候補では「利活用するつもりはない」が 47.6％と約半数を占め、「利活用し

たい」は 19.0％にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

１ 利活用したい
23.2%

２ 利活用するつもりはない
34.1%

３ わからない
29.3%

無回答
13.4%

問１０：空家の利活用を希望しますか？　一つに○をつけてください　

　１．利活用したい 　問１０-１へ

　３．わからない

　２．利活用するつもりはない 　問１０-２へ

問 10-1へ 

問 10-2へ 

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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■利活用の意向（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ 無回答 合計 

空家 
件数 69 97 86 41 293 

割合(%) 23.5 33.1 29.4 14.0 100 

特定 

空家候補 

件数 4 10 6 1 21 

割合(%) 19.0 47.6 28.6 4.8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.2

23.5

19.0

34.1

33.1

47.6

29.3

29.4

28.6

13.4

14.0

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体 (  314)

空家 (  293)

特定空家候補 (   21)

１ 利活用したい ２ 利活用するつもりはない ３ わからない 無回答

（回収件数，住宅を使用していない，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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（問 10にて「１ 利活用したい」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

利活用の方法は、「賃貸住宅として貸し出したい」が 53件（72.6％）で最も多く、次いで「市

の事業（高齢者支援サービスまたは子育て支援等）の利活用として貸し出したい」が 34 件

（46.6％）、「賃借人によるリフォーム可能住宅として利活用してもらいたい」が 18件（24.7％）、

「建物を取り壊して公共用地等（公園等）として行政に使用してもらいたい」が 5件（6.8％）、

「市に寄付をして利活用してもらいたい」が 2件（2.7％）となっています。 

「その他」は 5 件（6.8％）となっており、主な内容は「親族が利用する」「民間の高齢者支

援サービスとして活用を希望」「売却後に有効活用してほしい」等となっています。 

 

■利活用の方法 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

件数 53 34 5 2 18 5 

割合（%） 72.6 46.6 6.8 2.7 24.7 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.6%

46.6%

6.8%

2.7%

24.7%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

１ 賃貸住宅として貸し出したい

２ 市の事業（高齢者支援サービスまたは子育て

支援等）の利活用として貸し出したい

３ 建物を取り壊して公共用地等（公園等）として

行政に使用してもらいたい

４ 市に寄付をして利活用してもらいたい

５ 賃借人によるリフォーム可能住宅として

利活用してもらいたい

６ その他

　３．建物を取り壊して公共用地等（公園等）として行政に使用してもらいたい

　４．市に寄付をして利活用してもらいたい

　５．賃借人によるリフォーム可能住宅として利活用してもらいたい

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

                空家をどのような利活用を望みますか？　あてはまる項目すべてに○をつけてください

　１．賃貸住宅として貸し出したい

　２．市の事業（高齢者支援サービスまたは子育て支援等）の利活用として貸し出したい

問１０-１：問１０で「１．利活用したい」に○をつけらてた方にお伺いします。

（回収件数，住宅を使用していない，利活用したい，複数回答 n=73） 
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（問 10にて「２ 利活用するつもりはない」と回答された方のみ） 

 

 

 

 

 

 

利活用しない理由は、「資産として保有していたい」が 21件（19.6％）、次いで「他人に貸し

出したくない」が 18 件（16.8％）、「建替え・売却がすでに決まっている」が 10 件（9.3％）、

「相続等が決まらないため」が 8件（7.5％）となっています。 

「その他」は 56 件（52.3％）となっており、主な内容は「建替え・売却を検討中」「親族が

利活用する予定」「将来、子供が決める」「周辺からの騒音対策用に存続させているだけ」「資金

不足のため」「解体したい」等となっています。 

 

■利活用しない理由 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ 

件数 10 18 21 8 56 

割合（%） 9.3 16.8 19.6 7.5 52.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3%

16.8%

19.6%

7.5%

52.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１ 建替え・売却がすでに決まっている

２ 他人に貸し出したくない

３ 資産として保有していたい

４ 相続等が決まらないため

５ その他

　２．他人に貸し出したくない

　３．資産として保有していたい

　４．相続等が決まらないため

　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問１０-２：問１０で「２．利活用するつもりはない」に○をつけられた方にお伺いします。

                空家を利活用しない理由についてあてはまる項目すべてに○をつけてください

　１．建替え・売却がすでに決まっている

（回収件数，住宅を使用していない，利活用するつもりはない，複数回答 n=107） 
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4-13 空家を利活用するうえでの期待する支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市に期待する支援及び対策についての要望は、「空家解体費の支援」が 99 件（31.5％）で最

も多く、「空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」

66 件（21.0％）、「公共機関による借り上げ制度」が 45 件（14.3％）、「空家のリフォーム費の

支援」が 35 件（11.1％）等が続いています 

 

■空家を利活用するうえで期待する支援策 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

件数 66 99 8 18 35 14 31 10 28 45 23 11 

割合（%） 21.0 31.5 2.5 5.7 11.1 4.5 9.9 3.2 8.9 14.3 7.3 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.0%

31.5%

2.5%

5.7%

11.1%

4.5%

9.9%

3.2%

8.9%

14.3%

7.3%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40%

１ 空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に

相談できる総合窓口の開設

２ 空家解体費の支援

３ 条件付の空家解体費の支援、土地を行政に無償貸与する

４ 建替え、リフォーム等について相談できるアドバイザーの

派遣

５ 空家のリフォーム費の支援

６ 市による空家管理代行業者の紹介

７ 市による解体・リフォーム等施工業者の紹介

８ 市による造園業者の紹介

９ 市による不動産業者の紹介

１０ 公共機関による借り上げ制度

１１ 公共機関による入居希望者への空家情報の提供

１２ 公共機関による入居希望者への仲介制度

問１１：空家を利活用する上で市に期待する支援、また、空家等対策について要望する項目

            はありますか？　○は３つまで

　　７．市による解体・リフォーム等施行業者の紹介

　　８．市による造園業者の紹介

　　９．市による不動産業者の紹介

　１０．公共機関による借り上げ制度

　１１．公共機関による入居希望者への空家情報の提供

　１２．公共機関による入居希望への仲介制度

　　１．空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設

　　２．空家解体費の支援

　　３．条件付の空家解体費の支援、土地を行政に無償貸与する

　　４．建替え、リフォーム等について相談できるアドバイザーの派遣

　　５．空家のリフォーム費の支援

　　６．市による空家管理代行業者の紹介

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 
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市に期待する支援及び対策についての要望を空家種別でみると、空家では「空家解体費の支

援」が 30.7％と最も多く、次いで「空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相

談できる総合窓口の開設」が 21.2％、「公共機関による借り上げ制度」が 14.7％となっていま

す。 

一方、特定空家候補では「空家解体費の支援」が 42.9％と最も多く、次いで「空家について

不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が 19.0％、「空家のリ

フォーム費の支援」「市による解体・リフォーム等施工業者の紹介」が 14.3％となっています。 

 

■市に期待する支援及び対策についての要望（空家種別） 

回答番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

空家 
件数 62 90 7 17 32 14 28 9 27 43 23 11 

割合(%) 21.2 30.7 2.4 5.8 10.9 4.8 9.6 3.1 9.2 14.7 7.8 3.8 

特定 

空家候補 

件数 4 9 1 1 3 0 3 1 1 2 0 0 

割合(%) 19.0 42.9 4.8 4.8 14.3 - 14.3 4.8 4.8 9.5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.0%

31.5%

2.5%

5.7%

11.1%

4.5%

9.9%

3.2%

8.9%

14.3%

7.3%

3.5%

21.2%

30.7%

2.4%

5.8%

10.9%

4.8%

9.6%

3.1%

9.2%

14.7%

7.8%

3.8%

19.0%

42.9%

4.8%

4.8%

14.3%

0.0%

14.3%

4.8%

4.8%

9.5%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１ 空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に

相談できる総合窓口の開設

２ 空家解体費の支援

３ 条件付の空家解体費の支援、

土地を行政に無償貸与する

４ 建替え、リフォーム等について相談できる

アドバイザーの派遣

５ 空家のリフォーム費の支援

６ 市による空家管理代行業者の紹介

７ 市による解体・リフォーム等施工業者の紹介

８ 市による造園業者の紹介

９ 市による不動産業者の紹介

１０ 公共機関による借り上げ制度

１１ 公共機関による入居希望者への空家情報の提供

１２ 公共機関による入居希望者への仲介制度

全 体 (n=314) 空家 (n=293) 特定空家候補 (n=21)
（回収件数，住宅を使用していない，複数回答，全体 n=314，空家 n=293，特定空家候補 n=21） 
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市に期待する支援策及び対策についての要望を、空家で困っている点（問 7）の回答別に傾

向を以下のように整理しました。 

 

〔問 7：１ 遠方に住んでおり、空家の状況が把握できない〕 

・「空家解体費の支援」が 33.3％で最も多く、次いで「空家について不動産、建築、相続手

続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が 31.0％、「空家のリフォーム費の支援」

「公共機関による借り上げ制度」が 26.2％となっています。 

 

〔問 7：２ 修繕（リフォーム等）をして使用したいが費用が不足している〕 

・「空家解体費の支援」が 37.5％で最も多く、次いで「空家のリフォーム費の支援」が 27.5％、

「空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が

20.0％となっています。 

 

〔問 7：３ 取り壊しをしたいが費用が不足している〕 

・「空家解体費の支援」が 66.7％で最も多く、次いで「空家について不動産、建築、相続手

続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が 23.2％、「市による解体・リフォーム

等施工業者の紹介」が 17.4％となっています。 

 

〔問 7：４ 空家に関する相談をどこにしたらいいかわからない〕 

・「空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」「空

家解体費の支援」が 43.5％で最も多く、次いで「市による解体・リフォーム等施工業者

の紹介」が 20.3％となっています。 

 

〔問 7：５ 特に困っていることはない〕 

・「空家解体費の支援」が 25.4％で最も多く、次いで「空家について不動産、建築、相続手

続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が 18.3％、「空家のリフォーム費の支援」

が 12.7％となっています。 

 

〔問 7：６ その他〕 

・「空家解体費の支援」が 24.4％で最も多く、次いで「空家について不動産、建築、相続手

続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設」が 18.3％、「公共機関による借り上げ制

度」が 17.1％となっています。 
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■市に期待する支援策及び対策についての要望（問 7の回答別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 

21.0%

31.0%

20.0%

23.2%

43.5%

18.3%

18.3%

31.5%

33.3%

37.5%

66.7%

43.5%

25.4%

24.4%

2.5%

7.1%

2.5%

4.3%

5.8%

0.0%

2.4%

5.7%

9.5%

5.0%

7.2%

4.3%

5.6%

8.5%

11.1%

26.2%

27.5%

10.1%

8.7%

12.7%

12.2%

4.5%

7.1%

0.0%

2.9%

10.1%

1.4%

7.3%

9.9%

21.4%

15.0%

17.4%

20.3%

4.2%

7.3%

3.2%

7.1%

5.0%

2.9%

4.3%

2.8%

1.2%

8.9%

4.8%

0.0%

15.9%

14.5%

8.5%

7.3%

14.3%

26.2%

12.5%

13.0%

14.5%

9.9%

17.1%

7.3%

7.1%

10.0%

2.9%

2.9%

7.0%

7.3%

3.5%

7.1%

2.5%

0.0%

4.3%

0.0%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

全 体 (  314)

問7：１ 遠方に住んでおり、

空家の状況が把握できない (   42)

問7：２ 修繕（リフォーム等）をして使用したいが

費用が不足している (   40)

問7：３ 取り壊しをしたいが

費用が不足している (   69)

問7：４ 空家に関する相談をどこに

したらいいかわからない (   69)

問7：５ 特に困っていることはない (   71)

問7：６ その他 (   82)

１ 空家について不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる総合窓口の開設 ２ 空家解体費の支援
３ 条件付の空家解体費の支援、土地を行政に無償貸与する ４ 建替え、リフォーム等について相談できるアドバイザーの派遣
５ 空家のリフォーム費の支援 ６ 市による空家管理代行業者の紹介
７ 市による解体・リフォーム等施工業者の紹介 ８ 市による造園業者の紹介
９ 市による不動産業者の紹介 １０ 公共機関による借り上げ制度
１１ 公共機関による入居希望者への空家情報の提供 １２ 公共機関による入居希望者への仲介制度
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【その他必要だと思う支援･空家等対策について 代表的な意見】 

一括してアドバイスしてもらえるような行政側の支援 

固定資産税・都市計画税を安くするような施策 

空家の維持管理等に対するアドバイスや業者とのやり取りを仲介してくれたりする人がいると大

変助かります。 

市として買い上げていただき、有効活用を図っていただきたい。 

空家、売家の活性化を促進する施策 

空家解体後の固定資産税の減税 

常時気軽に指導が受けられるような相談窓口の設置 

市管理による児童保育園（少人数）、高齢者集会所として利活用 

老朽家屋の解体費用補助と解体更地後の固定資産税の 10 年間課税免除 

長期滞在外国人の宿泊設備としての活用 

解体後、新築した場合の補助金 

市での借上げ、仲介、不動産屋の代わりの業務 

古き家を古民家風にリフォーム再生し、（例：住宅用、店舗用、外国民泊用、お化け屋敷等）に利

用したり、これからの若い人向けに受け入れられる古い家を活用し、地域活性化につなげるような

施策 

入居者が早く決まるような支援 

売却によって発生した譲渡益に課される税金の減免等 

不審者の侵入パトロール 

市でリフォームをして、数年間、市の事業に活用してほしい。 
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4-14 松戸市の空家対策の認知度 

 

 

 

 

 
市が行っている空家等対策について認知されているものは、「松戸市空家実態調査（市内全域

による空家調査）」が 32 件（10.2％）で最も多く、次いで「空家等の管理に関する協定（相手

方：公益社団法人 松戸市シルバー人材センター）」が 9件（2.9％）、「移住・住みかえ支援機構

による『マイホーム借上げ制度』のご案内」が 3件（1.0％）となっています。 

一方、「知らなかった」は 75.8％（238件）と非常に多くなっています。 

 

■松戸市の空家対策の認知度 

回答番号 １ ２ ３ ４ 

件数 3 9 32 238 

割合（%） 1.0 2.9 10.2 75.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.0%

2.9%

10.2%

75.8%

0% 20% 40% 60% 80%

１ 移住・住みかえ支援機構による

「マイホーム借上げ制度」のご案内

２ 空家等の管理に関する協定

（相手方：公益社団法人

松戸市シルバー人材センター）

３ 松戸市空家実態調査

（市内全域による空家調査）

４ 知らなかった

　４．知らなかった

問１２：現在、松戸市が行っている下記項目の空家等対策についてご存知ですか？

　　　　知っているものに○をつけてください　　　　

　１．移住・住みかえ支援機構による「マイホーム借上げ制度」のご案内

　２．空家等の管理に関する協定（相手方：公益社団法人　松戸市シルバー人材センター）

　３．松戸市空家実態調査（市内全域による空家調査）

（回収件数，住宅を使用していない,複数回答 n=314） 
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4-15 今後の松戸市からの情報提供 

 

 

 
市からの情報提供について、「希望する」が 193件（61.5％）で、「希望しない」が 83件（26.4％）

を大きく上回っています。 

 

■今後の松戸市からの情報提供 

回答番号 １ ２ 無回答 合計 

件数 193 83 38 314 

割合（%） 61.5 26.4 12.1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 希望する
61.5%

２ 希望しない
26.4%

無回答
12.1%

問１３：今後、空家等対策について松戸市より情報提供等を希望しますか？

　１．希望する

　２．希望しない

（回収件数，住宅を使用していない n=314） 
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4-16 アンケート調査まとめ 

 

【住宅の状態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【空家の管理】 

 

 

 

 

 

 

 
【空家の利活用意向】 

 

 

 

 
【空家対策】 

 

 

 

 
 

  

●空家になった時期 

・ 空家では、平成 23年以降が 4割超（43.7％）となっています。 

・ 特定空家候補では、空家になって 15年以上経過しているものが 3割弱（28.5％）で最も

多く、平成 23年以降は 1割弱（9.5％）と少なくなっています。 

●空家になった理由 

・ 「賃貸人などの入居者の退去」（24.8％）、「居住者（親族含む）の死亡」（23.2％）が理

由としては多くなっています。 

●空家の状態 

・ 「現在でも住める状態」が過半（52.9％）ですが、特定空家候補の場合は 9.5％に過ぎ

ず、「建物外部に破損」が 61.9％、「建物内部に破損」が 52.4％と、過半以上の住宅は補

修が必要な状態となっています。 

●困っている点 

・ 「空家に対する相談窓口がわからない」（22.0％）、「取壊し費用が不足」（22.0％）が困

っている点として多くなっています。 

・ 特定空家候補では、「修繕費用の不足」も多くなっています。 

●「維持管理を行っている」割合は、6 割（60.2％）となっていますが、特定空家候補に限る

と半数以下（47.6％）となっています。また、「修繕の予定」は 1 割強（13.7％）、ただし特

定空家候補に限ると 4割（40％）となっています。 

●維持管理を行っていない理由は「遠方に住んでおり維持管理が困難」が約 3 割（30.2％）と

なっています。また、特定空家候補に限ると「管理費用の問題で維持管理ができない」が 5

割（50.0％）で最も多くなります。 

●「利活用するつもりはない」が 34.1％で、「利活用したい」の 23.2％を上回っています。ま

た、特定空家候補に限ると「利活用するつもりはない」が 5割弱（47.6％）となります。 

●利活用の方法に関しては「賃貸住宅」（72.6％）が最も多くなっています。 

●「空家解体費の支援」が 31.5％で最も多く、次いで「専門家に相談できる総合窓口の開設」

が 21.0％となっています。また、特定空家候補に限ると「空家解体費の支援」は 42.9％とな

ります。 

●現状の困っている点との関連でも「取壊し費用が不足」、「空家に対する相談窓口がわからな

い」、「修繕費用の不足」に対して「空家解体費の支援」が最も求められています。 
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5 空家利活用方策 

5-1 除却や活用などの事例調査 

(1)事例調査の視点 

他自治体等における空家対策等に関する事例について、以下の視点で整理を行います。 

 

①空家対策の取組体制・情報発信の事例 

急速な少子高齢化社会の進展に伴う空家の増加は、多くの自治体が抱える課題であり、民官・

特定非営利法人等とも連携して取組むべき課題となっています。 

また、空家の増加と潜在化する空家ニーズとのマッチングのためにも、空家バンク等の情報

発信の仕組みも重要と考えられます。 

そこで、まず空家対策に対する取組体制及び情報発信の仕組みについて整理を行います。 

 

②具体的な利活用の事例 

具体的な利活用事例については、少子高齢化に伴いニーズが高まっている地域レベルでの子

育て支援及び福祉系施設や、ライフスタイルと住まい方の変化に伴い物件も増えつつあるシェ

アハウス及びゲストハウス等の事例についても把握を行います。 

なお、事例の整理にあたっては、自治体による支援事業等のほかに特定非営利法人等による

取組も対象とします。 

 

③除却等に関する支援・事業の事例 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年 11月）」の成立により、自治体が「特定

空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能と

なりました。 

さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能(同法第 14 条)となっ

ています。 

そこで、老朽危険空家等に対する解体・除却等に関する支援・事業の整理を行います。 
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(2)空家対策の取組体制、情報発信 

①取組体制 

島根県江津市：産民官の連携による空家活用の推進 

島根県江津市においては、「江津市定住促進ビジョン（H19.12）」において、産民官の連携に

よる推進体制による空家対策に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（江津市定住促進ビジョン（H19.12）） 

 

  

＜空き家を活用した定住と交流の促進＞ 

 空き家を地域資源と位置付け、都市からの移住や滞在等に活用します。 

・産・官・民の連携による空き家活用の推進 

・空き家地図情報管理システムを構築し、本市の住居情報を集積・管理し web情報として配信 

・空き家活用マニュアルを作成し、空き家利用及び登録を促進 

・空き家の活用促進にかかる意識啓発 

・空き家を活用した定住促進住宅の整備 
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また、江津市では、U・Iターンのために空家を改修した際に、費用の一部を補助する「U・I

ターンのための空家改修費補助金」制度を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（江津市 ホームページ） 

  

◎言葉の定義  

(1)Uターン者 

江津市に居住した経験がある 5年以上市外に在住している本市に転入の意思のあるひと 

(2)Iターン者 

江津市内で居住した経験のない 本市に転入の意思のあるひと 

(3)空き家 

個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物で、市内に存在する建物をいう 

 

◎補助金額  

(1)居住に要する部分の改修費の 2 分の 1（上限 50万円） 

(2)起業（業務）に要する部分の改修費の 2分の 1（上限 50万円） 

※予算の範囲内 

 

◎補助対象空き家  

U・Iターン者が居住のため、江津市空き家バンクに登録された空き家を市内の施工業者に

より改修等を行う場合（年度内に工事が完了すること） 

 

◎補助対象者  

(1)空き家を購入した UIターン者 

(2)UI ターン者に空き家を貸し出す所有者 

 

◎特記事項  

(1)UI ターン者は、補助事業完了後おおむね 1ヵ月以内に入居すること 

(2)次の事項に合致する場合は補助金返還を求める場合があります 

①補助金交付後 5年以内に当該空き家を 売却または解体した場合 

②入居者の転居後すみやかに空き家バンクへの再登録を行わない場合 

(3)補助金申請は 1 回のみ（申請者、空き家とも） 
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世田谷区：（一財）世田谷トラストまちづくりの「空き家等地域貢献活用相談窓口」 

世田谷区では区内にある空家等（空家、空室、空き部屋）を地域資源と捉え、空家等の地域

貢献活用を目的とした相談窓口を開設しています。 

この窓口業務を一般財団法人「世田谷トラストまちづくり」が担っています。 

 

 

 

 

 

 

 ＜活用の事例＞ 

 

 

（（一財）世田谷トラストまちづくりのホームページ） 

  

＜空き家等地域貢献活用相談窓口の取組＞ 

・空き家・空き部屋を所有し、地域貢献に提供してもいいと思っているオーナーから相談を受ける。 

・オーナーの考えをうかがい、どのような活用方法があるかを一緒に考える。 

・世田谷区の関連部署や NPOなどの活用を希望する団体との出会いをサポートする。 

・空き家・空き部屋等を活用したいと考えている地域貢献団体の情報収集を行う。 
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愛知県犬山市：まちづくり株式会社の取組 

犬山まちづくり株式会社は、まちなかの道路拡幅整備（6ｍ→16ｍ）にあわせ、街の活性化の

ため平成 15 年度に設立されましたが、その後道路拡幅の必要性の議論が起こり、平成 17 年度

に現道幅員（6ｍ）での都市計画の見直しが行われました。 

そこで、現道を活かした街の活性化に向け、テナントのサブリース事業に取組んでいます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(犬山まちづくり株式会社ホームページ)  
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②情報発信 

山梨県山梨市：空き家バンク 

山梨市の空き家バンク・空き店舗バンク・空き工場バンクでは、登録してある家屋（物件）

の状態としての目安として、★印をつけて利用者に情報提供を行っています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

（山梨市のホームページ） 
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京都市：地域の空き家相談員 

空家所有者や地域の方々が空家に関して気軽に相談できる体制を整備するため、京都市では

地域に身近な「まちの不動産屋さん」を、『京都市地域の空き家相談員』として登録しています。 

下図のように市のホームページで相談員を公開しており、相談料は無料となっています。 

ただし、相談の結果、相談員の方に具体的に仕事を依頼する場合は、別途費用がかかります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q.『京都市地域の空き家相談員』に相談したいけど，ど

うすればいいんだろう？ 

 

A.「京都市地域の空き家相談員」リストはまち再生・創造

推進室の窓口で御覧いただけるほか，HP に掲載していま

す。以下のリストを参考に直接連絡し，相談してください。 

その際，「京都市地域の空き家相談員リストを見ました。」

とお伝えください 

 

私たちが責任をもって相談にお答えします！ 

（京都市のホームページ） 
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(3)利活用事例 
①子育て支援、福祉施設 

山口県周南市：みんなのおうち城ケ丘（地域子育て支援センター） 

周南市では、地域の育児サポート拠点として、「地域子育て支援センター」を市内に 11 カ所

開設しています。このうち 10 箇所は保育園や公共施設に併設されていますが、「みんなのおう

ち城ケ丘」は民家を活用した初めての施設として平成 22年に開設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜みんなのおうち城ケ丘の概要＞ 

・木造 2階建て（親と子どもの交流スペース、授乳室、事務室兼相談室） 

・火曜日、木曜日、金曜日の 9時から 15時開所 

・保育士 2人を含むスタッフが地元や近隣からの利用者に対応 

・運営は周南市から委託を受けた「社会福祉法人共楽園」 

（周南市のホームページ） 
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兵庫県宝塚市：きずなの家事業 

兵庫県宝塚市では 1960年代に開発された住宅地における空家が増加し、治安の悪化などが問

題になる一方、市民団体からは、福祉や子育て支援の活動拠点がなく、空家の活用を望む声が

多くありました。 

そこで、平成 23 年度から市が空家等を一定期間借上げ、財政基盤活用団体に半額で貸与し、

地域での居場所づくりを支援する「きずなの家事業」を実施しています。 

財政基盤の弱い団体等にとって市を介して安心して活動拠点を探すことができ、空家のオー

ナーにとっては財産の有効活用が可能となります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称：きずなの家 ともにいきる宝塚 

運営：特定非営利活動法人 ともにい

きる宝塚 

名称：きずなの家 ほっとサロン 

運営：特定非営利活動法人 ほっと宝塚子育てネット

ワーク 

名称：きずなの家 ほっこり庵 

運営：特定非営利活動法人スマイルウェイ 

（宝塚市のホームページ） 
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②店舗、交流施設、文化施設等 

兵庫県神河町：空き家等利活用再生事業 

兵庫県神河町では、町内の空家・空き店舗などを改修・再生して、交流施設、体験学習施設、

創作活動施設、文化施設等などの交流事業などをしようとする個人・法人に対して改修費の支

援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

＜対象となる事業 ＞ 

・神河町内の空き家・空き建築物を交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に改修する

費用（向こう 10 ヵ年は本用途に使用しなければならない） 

・神河町内業者が改修する事業 

・地域産材を使って改修する事業  

 ＜留意事項＞  

・工事期間は単年度内 

・事業費の上限は 1棟当たり 2,000万円以下 

【粟賀町１番交流施設】 

薪窯ピッツア～ラ・ミア・カーサ～ 

【交流施設「中村」】 

蕎麦どころ「咲」 

インドネパール料理「インドラ」 【リラクゼーションサロン】 

谷間の家さんきら（築 150年の古民家） 
（神河町のホームページ） 
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③シェアハウス、ゲストハウス 

世田谷区：シェアハウス（ＪａｍＨｏｕｓｅ） 

「シェアハウス・ゲストハウスなら地球に間借りＪａｍＨｏｕｓｅ（株式会社 MicroNations

運営）」では、世田谷区で空家をリノベーションし、シェアハウスとして利活用・運営を行って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ＪａｍＨｏｕｓｅ天照」 

・もとは厚生労働省の外郭団体が運営する母子寮であったが、2011年の「事業仕分け」

の影響もありシェアハウス化についての打診があったことによる。 

・物件を一括借り上げ（サブリース）し、シェアハウスに仕立てている。 

・改装のための廃材等の提供を受け、低コスト化を実現している。 

98 



広島県尾道市：尾道ゲストハウス「あなごのねどこ」 

広島県尾道市の特定非営利法人「尾道空き家再生プロジェクト」では、空家が増加する中心

市街地において、「建築的価値が高いもの」、「不思議で個性的なもの」、「景観が優れているもの」

等さまざまな魅力をもった空家を再生し、新たな活用を模索しています。 

尾道ゲストハウス「あなごのねどこ」は、坂道が多く「うなぎ」の寝床のような奥行きの深

い尾道町家を地元の特産品の「あなご」にちなんで名前をつけた再生物件です。 

  

ゲストハウス「あなごのねどこ」 

・ゲストハウスは、暮らすように滞在し、他の旅人や地

元の人たちとの出会いや交流に特化しているユース

ホステルや B&Bのような安宿。 

・なるべく長く尾道を満喫してもらうために、安く滞在

していただけるよう、タオル、浴衣、歯ブラシ等のア

メニティグッズはなく、シャワーやトイレも共同。 

・尾道らしい古い建物で、両隣とも引っ付き合って建っ

ているため、冬の寒さや物音など多少の不便さはある

が。尾道の昔ながらの暮らしと人の近さを楽しめる。 

・館内には、くつろぎのスペース「アクビカフェ」を併

設。 

「あなごのねどこ」の内部空間（ゲストルーム、カフェ等） 

（NPO尾道空き家再生プロジェクトホームページ） 
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(4)除却 

①解体・除却対策事業 

福井県越前町：安心で潤いのあるまちづくり事業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （国交省資料：地方公共団体等の取り組み事例 5.老朽危険空き家の除却の取組み） 
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長野県白馬村：廃屋対策事業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（国交省資料：地方公共団体等の取り組み事例 5.老朽危険空き家の除却の取組み） 

（資料：白馬村環境課） 
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②その他の除却事例 

福岡県宗像市：地方税の滞納整理を通じた危険家屋の除却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第 10 条第 3項に基づく命令・行政代執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（国交省資料：地方公共団体等の取り組み事例 5.老朽危険空き家の除却の取組み） 

（国交省資料：地方公共団体等の取り組み事例 5.老朽危険空き家の除却の取組み） 
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東京都葛飾区：所有者が判明している空家の行政代執行による解体 

東京都葛飾区では、平成 28 年 3月に全国で初めて所有者が特定された特定空家等に対し、「空

家対策特別措置法」に基づく行政代執行による除却作業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（葛飾区ホームページ） 

  

区の対応について 

 

1.空き家の状態把握  

区民のみなさんからの連絡や、職員のパトロールによって空き家の所在を把握します。その

後、職員が空き家の状態を確認します。  

 

2.所有者等の所在確認 

空き家の所有者等やその所在を、住民記録、戸籍、登記簿や固定資産税情報によって調べま

す。 

 

3.所有者等への通知  

所有者等に対して、空き家の管理状況を問い合わせる通知を送ります。 

 

4.立入調査 

敷地の外からでは空き家の状態が分からないとき、空家等対策の推進に関する特別措置法

（以下「法」という。）第 9 条第 2項の規定に基づき、立入調査を行うこともあります。 

 

5.助言又は指導 

所有者等に対し、空き家の除却、修繕、敷地内の立木竹の伐採等、法第 14 条第 1 項に基づ

く助言又は指導を行います。 

 

6.勧告 

助言又は指導を行ったが、空き家の状態が改善されないときは、所有者等に、法第 14 条第 2

項に基づく勧告を行います。この勧告によってその敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対

象から除外されます。 

 

7.命令 

勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第 14 条

第 3項に基づき、その勧告に係る措置を命令します。 

 

8.行政代執行  

命令を受けた者がその措置を履行しないときは、法第 14 条第 9 項に基づき、行政代執行を

行います。 
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5-2 適正な管理方法及び利活用方策 

空家が発生し放置される要因は様々であり、居住中の段階から除却後の跡地利用まで、住ま 

いの各段階にわたっています。このため、それぞれの段階や本市の空家状況に応じ、適正な管

理方法及び利活用方策をとることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 段階に応じた対策イメージ 

 

適正な管理方法及び利活用方策を次項より示します。 

  

適正な管理方法①

空家化の予防 

利活用方策① 

活用・流通 

の促進 

適正な管理方法②管理不全対策 

・管理不全の未然防止 

・管理不全状態の速やかな解消 

利活用方策② 

跡地利用 

の促進 

居住 空家化 管理不全 除却 跡地利用 

利活用 特定空家等への対応・対策 

104 



(1)適正な管理方法 

①空家化の防止 

●所有者等への啓発 

 空家の対策を進めるには、空家に対する意識を醸成していくことが重要です。空家となる

ことで維持管理等の負担が生じるとともに、周辺に迷惑を及ぼしかねないこと、空家増加に

よって防犯や防災等の面で地域の住環境に悪影響が生じるおそれがあることなど、空家に対

する問題意識を高めることが、空家発生の抑制に繋がるものと考えられます。 

＜手法例＞ 

・市民への情報発信 

 市報やリーフレット等により、市民に対して広く情報発信や意識づけを検討します。 

 

・地域単位でのきめ細やかな対応 

 各行政区や学区にある各種組織・団体等と連携し、地域を単位として啓発活動や勉強会等 

の実施を検討します。 

 

・相続生前対策の推進 

 高齢者向け講習会、高齢者サロンでの集会等、様々な機会を活用し、高齢者世帯や単身高

齢者等を対象に住まいを適切に引き継いでいくための必要性や意義について働きかけを行う

ことを検討します。 

 

・相続登記の推進 

 所有者の死後、建物の相続登記がなされずに管理者や所有者が不明確となり、長期の空家 

化をまねく要因のひとつになっています。そうした事態を防ぐために、相続発生時に速やか

に登記の名義変更をするよう、各種手続きや通知時を利用して働きかけを検討します。 
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②管理不全対策 

●管理不全状態の予防 

管理不全状態が進行するほど、周辺住民等に及ぼす危険性は高くなります。このため、早

い段階から空家の状況把握に努めるとともに、一定の強制力をもって所有者に働きかけるこ

とができる仕組みを整備することを検討します。 

＜手法例＞ 

・情報・体制の整備 

 庁内関係部局、消防・警察等の関係団体、地域と連携し、空家の把握及び通報・相談窓口

の一元化、所有者等の調査方法の整備を検討します。 

 

・所有者以外による適正管理  

 実際に所有者自身が住んでいない建物への来訪頻度は一般に高くなく、また、遠方に住ん 

でいる所有者もいることから、所有者のみでの適正な管理には限界があります。 そこで、自

治会・地域のNPO等による所有者との話し合い・注意喚起を促す仕組み、自治会・地域のNPO

等が所有者に代わって管理する仕組みを検討します。また、民間会社・業界団体等の活用に

ついて周知するなどの方策を検討します。 

 

●管理不全状態の速やかな解消 

管理不全状態が進行し、老朽化した物件については、速やかな改善に向けた指導等を行う

とともに、必要に応じて除却を促すことを検討します。また、管理不全状態の進行が深刻な

特措法第 2条第 2項に示される「特定空家等」に関しては、「特定空家等」に該当するかにつ

いて十分な調査を行った上で協議会に諮ることとし、各種措置の実施を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜手法例＞ 

・支援・誘導 

 管理不全状態が進行したものについては、速やかな除却を促すため、除却に対する支援を

検討します。 

 

・所有者等の事情の把握 

空家等の所有者等は当該空家等の所在地と異なる場所に居住していることから、自らが所

有する空家等の状態を把握していない可能性や、空家等を相続により取得した等の事情によ

り、自らが当該空家等の所有者であることを認識していない可能性等も考えられます。 

■空家等対策の推進に関する特別措置法 

（定義） 

第２条 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する

ことが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
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したがって、適切な管理が行われていない空家等について、まずは所有者等に連絡を取り、

現状を伝えるとともに、今後の改善方策に対する考えのほか、処分や活用等についての意向

など、所有者等の主張を含めた事情の把握に努めます。 

 

・特定空家等に対する措置の事前準備 

「特定空家等」に該当する可能性があるものの、外観目視による調査だけでは詳しい状況

がわからない場合には、敷地内に立ち入って状況を観察し、建築物に触れるなどして詳しい

状況を調べ、建物内部に立ち入って柱や梁等の状況を調べる立入調査の実施を検討します。

また、この調査結果は、台帳等に整理し、関係部局間で情報共有します。 

 

・特定空家等の所有者等への助言又は指導 

「特定空家等」の所有者等に対して、当該「特定空家等」に関し、除却、修繕、立木竹の

伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう「助言又は指導」をす

ることができます。 

 

・特定空家等の所有者等への勧告 

助言又は指導をした場合において、なお当該「特定空家等」の状態が改善されないと認め

るときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること

ができます。 

 

・特定空家等の所有者等への命令 

勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、

特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る

措置をとることを命ずることができます。 

 

・標識の設置・公示 

上記の措置を命じた場合には、当該命令に係る「特定空家等」に標識を設置し、市広報へ

の掲載やインターネットの利用その他の適切な方法により、命令が出ている旨を公示します。 

 

・戒告 

必要な措置を命じた場合において、その期限までに履行がなされないときは、代執行をな

すべき旨をあらかじめその者に対して、文書で戒告します。 

 

・特定空家等に係る代執行 

必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、

履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代

執行法の定めるところに従い代執行を行うことができます。  
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・略式代執行・公告 

必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を

確知することができないときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命

じた者若しくは委任した者に行わせることができます。  

また、この場合は、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

をあらかじめ公告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 特定空家等に対する措置のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事情の把握 

事前準備 

助言又は指導 勧告 命令 標識の設置・公示 戒告 

代執行 

略式代執行・公告 

所有者 改善措置の実施 
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(2)市の状況に応じた利活用方策 

本市における住宅地の特徴及び、それぞれの特徴に対する空家発生時の状況等について以下

のとおり分類しました。 

■ 松戸市の住宅地の特徴及び空家発時に予想される状況等 

以上のような点を踏まえ、空家の利活用方策に対する課題を以下のとおり整理しました。 

 

課題 A：地域コミュニティの維持・継続 

・人口の流出入が少ない市街地についは、新たな居住者による空家の利活用が見込めない。 

・空家の増加により、これまで培われてきた地域コミュニティの維持・継続が困難となる。 

課題 B：住環境の低下への対応 

・空家の増加により、景観の阻害など市街地の魅力や住環境の質の低下が懸念される。 

課題 C：防災・防犯上の危険性への対応 

・空家の増加により、防犯・防災上の問題が懸念される。特に古い空家については耐震性等 

の問題から、災害時の倒壊の危険性が懸念される。 

  

特徴 概要 予想される状況等 

多様な居住環境 住宅地が密集している地

域、低密で農地や自然と調和

している地域など、多様な住

環境が整備されている。 

松戸市内には 23の駅があり、鉄道利用の利

便性の高い地域を中心に住宅地が形成されて

いる。一方、農地などに囲まれた比較的低密

な住宅地においては、主要交通から離れた場

所に位置していることが多く、住居としての

需要が低い。 

計画的な開発整備 昭和30年代から土地区画整

理事業が積極的に行われてき

ており、既に市街化区域の

40％超が土地区画整理事業に

より整備され、計画的な基盤

整備は進んでいる。 

住宅地が密集している地域では、街並みの

景観の阻害、防災・防犯上の問題などによる

住環境の質の低下が懸念される。 

高齢世帯の高い持

ち家率 

世帯主が 65 歳以上の高齢

夫婦のみの世帯や単身世帯の

持ち家率が高くなっている。 

死亡や施設入居などにより、空家となる可

能性の高い住宅が多く存在している。また、

該当する住宅については古いものが多く、耐

震性の問題が懸念される。 

ファミリー層 

転入の潜在的可能

性がある 

東京のベッドタウンとして

開発が進み、団地、戸建て、

賃貸など多様な住環境が整備

されている。昨今ではファミ

リー層の転出超過傾向が見ら

れるが、立地的特性よりファ

ミリー層の転入増加の潜在的

可能性がある。 

立地的特性により、比較的若い世帯の転入

者が多い都市であることから、今後も住宅の

需要は見込める。 
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整理した 3 つの課題について、空家の利活用方策を“①活用・流通の促進”、“②跡地利用の

促進”の観点より、以下のとおりそれぞれ検討しました。 

 

●課題 A：地域コミュニティの維持・継続に対する方策の方向性 

・空家への居住を促進し、住宅市街地としての地域コミュニティの維持及び継続を目指しま

す。 

・基本的に主要駅周辺等を中心に居住者の集積を図りますが、ライフスタイルに合わせて住

居の選択ができるよう、自然と調和した市街地ではその特徴を活かして住環境の整備や積

極的な居住者の誘導を図ります。 

・老朽化している空家や居住者ニーズに対応していくため、適宜リフォームやリノベーショ 

ンを施します。 

＜①活用・流通の促進 手法例＞ 

・所有者等への啓発 

“（1）適正な管理方法”と同様に、所有者等への啓発を行い、所有者等を対象に空家活用 

意向の掘り起こしを行います。 

 

・コンサルティング体制の整備 

 空家活用の際には、技術面、資金面だけでなく法律面や相続面など、幅広い観点からの検

討が必要となります。所有者に積極的に働きかけることができるよう、民間関連団体と行政

の連携のもと、所有者の意向を把握し、適正管理や除却等を含めた選択肢を提供するととも

に、各種の専門的な相談に的確に対応し、助言や提案までを行うことができる総合的なコン

サルティング体制の整備を検討します。 

 

・空家バンク制度の整備 

空家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空家バンク制度の整備を検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 空家バンク制度の仕組み例 

  

空家バンク 

居住希望者 空家所有者 

相談・問い合わせ 空家登録 

利用者紹介 空家情報提供 

賃貸・売買契約 
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・官民連携による資金調達等の取組推進 

 空家の活用には改修等が必要となる場合が多く、資金の問題から活用に至らないというも

のが多くあります。こうした問題に対応するため、公的な支援制度の活用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公的な支援制度例  

一般社団法人移住住みかえ支援機構「マイホーム借上げ制度」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 対策イメージ 

  

必要に応じてリフォーム、リノベーション 

所有者等への啓発、コンサルティング体制の活用 

空家 

居住希望者 

居住 

空家バンクの活用 

地域コミュニティの維持・継続 
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●課題 B：住環境の低下への対応に対する方策の方向性 

・市街地の状況を踏まえ、地域の生活利便性・住環境の向上を図るための空家の利活用を検

討します。 

・空家の利活用に応じて空家の既存活用または除去を検討します。 

・地域住民自ら利用法の検討や管理運営等に参加し、防犯対策等を講じるとともに、地域な 

じみ、愛着のある空家の利活用を行います。 

・空家の利活用を図るため、適宜リフォームやリノベーションを施し、住環境の魅力・質の

向上への寄与を図ります。 

＜①活用・流通の促進 手法例＞ 

・地域等による活用の支援 

 空家を地域の資源と捉え、地域の方などに有効活用してもらうことを検討します。地域の

創意工夫によるまちづくり活動をより一層活性化させるため、地域課題の解決に向けた継続

的なまちづくり活動（ソフト事業）と、その活動の場となる施設の整備（ハード整備）とを

結びつけた提案を公募し、採択された提案に対して整備（施設整備・改修等）費用を補助す

る事業を検討します。 

 

＜②跡地利用の促進 手法例＞ 

・地域等による活用の支援 

地域のまちづくりの中で、空家の除却跡地を広場や菜園等、コモンスペースとして共同利

用・管理する場合、跡地の整備や運営等を一括して支援する仕組みを検討します。跡地の利

用方法については、地域のニーズを踏まえて柔軟に対応するものとし、利用・管理主体は、

地域との連携を前提にNPO等でも可能とする方向で検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 対策イメージ 

  

必要に応じてリフォーム、リノベーション 

又は除去 

空家 住環境の維持 

自治会、町内会等による空家の活用の支援 

広場があると
良いな 

今日は広場清掃の日
だ 

地域または NPO等が主体となった管理 
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●課題 C：防災・防犯上の危険性への対応に対する方策の方向性 

・新たな居住者及び利用用途が見込まれず、また、防災・防犯上の面から問題のある空家に

ついては、防災・防犯上の向上を図るよう有効活用を検討します。 

・防災・防犯上の面から問題のある空家については除去し、除去後の土地については災害時

に避難路・避難場所及び延焼防止機能の確保、防災資材の備蓄などに有効活用を検討しま

す。 

＜②跡地利用の促進 手法例＞ 

・空家除去後の防災施設整備やオープンスペースの日常時の利活用に対する補助 

 防災・防犯性の向上を図るため、施設や広場としての活用を促進するための補助制度を検

討します。 

 

・狭小敷地の改善促進 

狭小敷地では、一定以上の居住水準を有する住宅へと建て替えることが困難であり、とり

わけ狭小敷地が連担する密集市街地においては、それが建物更新を滞らせている要因のひと

つとなっている。また、狭小敷地の空家は、災害時に周囲の建物等へ危険を及ぼす可能性が

高いことから、将来的な建て替えを含め、住宅改善のために空家が建つ隣接地を買い増す場

合に、当該空家の除却に対する支援について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 対策イメージ 

 

必要に応じて除去 

空家 防災・防犯上の対策 

施設や広場としての活用促進のための

補助制度 延焼の防止 

資材等の備蓄 
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